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【
要
約
】
　
徳
川
幕
府
は
寛
永
後
期
、
漱
引
首
見
取
法
を
一
般
に
施
行
し
た
。
そ
れ
は
、
幕
府
が
そ
の
権
力
の
基
盤
と
し
た
、
脆
弱
、
不
安
定
な
「
小
農
し

経
営
の
安
定
的
維
持
を
は
か
る
と
と
も
に
、
か
れ
ら
の
全
剰
余
労
働
を
搾
取
す
る
徴
租
法
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
一
7
6
禄
・
享
保
期
に
か
け
て
の
生
産
力
の

上
昇
、
百
姓
の
抵
抗
は
、
こ
の
仕
法
に
よ
る
金
曲
譜
労
働
の
搾
取
を
園
難
な
ら
し
め
、
　
一
般
に
一
定
の
露
量
労
働
が
、
百
姓
の
手
元
に
残
留
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
幕
府
は
、
享
保
改
革
期
に
畝
引
検
見
取
法
つ
い
で
早
取
法
に
基
づ
く
定
免
法
を
施
行
し
て
、
百
姓
か
ら
全
熟
余
労
働
を
吸
収
し

よ
う
と
し
た
。
し
か
し
定
免
法
も
、
基
本
的
に
は
田
畑
の
位
・
石
盛
に
規
制
さ
れ
て
い
る
の
で
、
幕
驚
の
期
待
に
そ
い
え
な
か
っ
た
。
か
く
て
幕
府
は
享

保
改
革
の
宋
期
、
田
畑
の
位
・
石
盛
を
全
く
無
視
し
た
有
毛
検
見
取
法
を
、
畿
内
に
お
い
て
実
施
し
、
そ
の
商
業
的
農
業
の
発
展
成
果
を
吸
湿
し
た
。
し

か
し
、
そ
れ
は
や
が
て
百
姓
経
営
を
圧
迫
し
、
必
然
的
に
百
姓
の
抵
抗
を
ひ
き
お
こ
し
、
明
和
期
に
入
る
と
ふ
た
た
び
幕
府
の
年
貢
収
納
量
は
減
少
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
幕
府
は
、
有
毛
検
見
取
法
に
基
づ
く
定
免
法
を
施
行
し
て
、
年
貢
収
納
量
の
回
復
を
は
か
っ
た
が
、
も
は
や
有
毛
検
見
取
法
は
、
か
つ
て

の
機
能
を
発
揮
で
き
な
か
っ
た
。
本
稿
は
、
以
上
の
よ
う
な
徴
租
法
の
変
化
を
、
畿
内
綿
作
に
対
す
る
徴
租
方
法
を
中
心
と
し
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
四
八
巻
τ
写
　
一
九
穴
笈
年
一
月

近世における徴租法の魑換（森）

は
　
し
　
が
　
き

幕
藩
体
制
社
会
の
歴
史
的
展
開
は
、
そ
れ
が
幕
藩
領
主
と
百
姓
の

直
接
的
対
立
関
係
を
軸
と
し
て
い
る
以
上
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
お

け
る
地
代
搾
取
仕
法
の
変
化
に
反
映
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
一
般
に
、
石
高
制
に
基
づ
く
米
納
生
産
物
地
代
原
則
に

立
脚
し
て
成
立
し
た
幕
藩
体
欄
社
会
は
、
元
禄
・
享
保
期
を
画
期
と

し
て
、
そ
の
前
後
を
大
き
く
二
段
階
に
分
け
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。

第
一
段
階
に
お
い
て
は
幕
藩
領
主
は
、
百
姓
か
ら
そ
の
全
剰
余
労
働

を
年
貢
・
諸
役
と
し
て
搾
取
し
え
た
が
、
第
一
．
一
段
階
以
降
に
お
い
て

は
全
剰
余
労
働
を
搾
取
す
る
「
こ
と
に
つ
と
め
は
す
る
が
、
も
は
や
従

来
の
地
代
形
態
だ
け
で
は
剰
余
労
働
の
搾
取
が
園
難
と
な
り
、
一
定
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の
剰
余
労
働
が
百
姓
の
手
元
に
残
留
す
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

く
な
っ
た
と
い
う
見
解
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
段
階
規
定
に
み
ち
び
か
れ
て
、
、
さ
き
に
田
方
稲
作
に

対
す
る
徴
租
法
の
転
換
と
そ
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
つ
と

　
②

め
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
綿
作
に
対
す
る
徴
租
法
の
研
究
は
、
現
在

ま
で
の
と
こ
ろ
全
く
な
い
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
幕
府
も
最
大
の
回
心
を
よ
せ
た
綿
作
、
と
く
に

畿
内
の
綿
作
は
、
そ
の
発
展
に
と
も
な
っ
て
農
民
的
商
品
生
産
と
し

て
、
百
姓
に
一
定
の
剰
余
を
も
た
ら
し
、
幕
藩
体
綱
粒
会
の
購
造
を

変
革
し
た
原
動
力
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
理
論
的
・
実
証
的
研
究
は
、

幕
藩
体
糊
・
維
新
史
を
理
解
す
る
う
え
に
極
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と

は
、
つ
と
に
研
究
史
が
重
弁
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
研
究
に
不
可
欠
な
は
ず
の
綿
作
徴
租
法
そ
の
も
の
の

具
体
的
分
析
は
、
な
お
等
閑
に
付
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
か
く
て
本
稿
は
、
蒸
器
約
に
は
畝
引
検
見
取
法
1
「
百
姓
は
財
の
余

ら
ぬ
よ
う
に
、
不
足
な
き
よ
う
に
治
む
る
」
ー
ー
か
ら
、
有
毛
検
見
取
法
一
門
胡

麻
の
瀬
と
薫
姓
は
、
絞
れ
ば
絞
る
ほ
ど
出
る
」
一
へ
と
変
化
・
発
展
す
る
綿

作
徴
租
法
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
お
け
る
歴
史
的
性
格
を
、
と
く

に
畿
内
（
摂
河
鎌
）
の
年
盛
夢
解
方
法
⑳
爾
か
ら
、
具
体
酌
に
明
ら

か
に
し
、
い
さ
さ
か
な
り
と
も
年
貢
に
間
す
る
研
究
の
空
白
を
う
ず

め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
①
安
良
斌
盛
昭
氏
『
幕
藩
体
擬
社
会
の
成
立
と
構
造
』
。
大
石
娯
三
郎
氏
『
享
保

　
改
革
の
経
済
政
策
』
。
佐
々
木
潤
之
介
氏
『
幕
藩
権
力
の
基
礎
構
造
』
。

　
②
拙
稿
「
近
世
徴
租
法
の
転
換
～
畝
引
検
見
蝦
法
か
ら
有
毛
検
見
取
法
ヘ
ー
」

　
（
『
大
阪
府
立
大
学
紀
要
』
二
｝
巻
）
。

二
　
畝
引
回
見
取
法
の
施
行
と
そ
の
行
詰
り

　
徳
川
幕
府
は
纂
初
か
ら
水
利
安
定
の
工
事
を
は
じ
め
と
す
る
、
一

連
の
「
小
農
」
自
立
政
策
を
強
力
に
お
し
す
す
め
、
そ
の
権
力
の
基

盤
を
、
蜜
時
一
般
に
展
開
し
つ
つ
あ
っ
た
「
小
農
」
経
営
に
求
め
た

　
①

こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
寛
永
後
期
の
飢
饅
を
契
機
と
し
て
、
幕
府
が
そ
の
権
力

の
基
盤
と
し
て
再
確
認
し
た
「
小
農
し
経
営
は
、
　
「
慶
安
の
醐
書
し

に
浮
彫
り
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
生
産
力
的
に
脆
弱
、
不
安
定
な
も

の
で
あ
っ
た
。
か
く
て
、
こ
の
よ
う
な
「
小
農
」
経
営
を
、
い
か
に

し
て
安
定
さ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
幕
府
の
農
民
政
策
の
重
要
な

　
　
　
　
　
②

課
題
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
こ
た
え
た
の
が
、
従
来
の
相
対
立
毛
検
見

取
法
、
定
撃
高
制
に
か
わ
っ
て
、
寛
永
後
期
か
ら
幕
領
一
般
に
施
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
馬
引
検
影
取
法
で
あ
る
。
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近罎：における徴租波の転換（森）

　
畝
引
揚
見
取
法
は
、
元
来
田
方
稲
作
に
対
す
る
徴
租
法
で
、
一
般

　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

に
関
東
方
で
は
早
取
畝
引
戸
晃
取
法
が
、
上
方
筋
で
は
厘
取
畝
引
検

見
取
法
が
行
な
わ
れ
た
が
、
両
考
に
本
質
的
な
相
違
は
な
い
。
い
ず

れ
も
近
世
初
頭
の
検
地
に
よ
っ
て
田
畑
を
上
・
中
・
下
に
位
づ
け
し

た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
位
の
石
盛
に
基
づ
い
て
年
貢
を
決
定
す
る
方
法
で

あ
る
。

　
例
え
ば
上
田
の
石
盛
を
一
石
五
斗
、
中
田
の
を
一
石
三
斗
、
下
田

の
を
一
石
と
し
、
租
率
を
五
公
五
民
と
す
れ
ば
、
上
・
中
・
下
田
一

反
当
り
の
取
米
は
、
そ
れ
ぞ
れ
七
斗
五
升
、
六
斗
五
升
、
五
斗
と
な

る
（
こ
れ
を
根
取
米
と
い
う
）
。
　
五
ム
ロ
摺
（
惣
一
升
が
米
烈
合
に
当
る
）
し
」
一
ヲ
れ

ば
、
上
・
中
・
下
田
一
坪
当
り
の
籾
量
（
こ
れ
を
愚
り
合
と
い
う
）
は
、

根
論
陣
を
四
倍
し
て
一
反
当
り
の
籾
量
に
な
お
し
、
こ
れ
を
三
〇
〇

（
坪
）
で
割
4
、
て
算
期
す
る
。
　
す
な
わ
ち
当
り
合
は
上
田
藍
一
升
、

中
田
一
八
舎
六
勺
六
才
六
、
下
田
R
六
合
六
勺
六
才
六
と
な
る
。

　
上
・
中
・
下
田
そ
れ
ぞ
れ
位
限
り
の
検
見
坪
刈
り
に
よ
っ
て
検
娼

し
た
有
籾
量
（
何
犠
か
の
干
減
を
引
い
た
糎
藍
。
以
下
醗
じ
）
が
、
そ
れ
ぞ
れ

の
嶺
り
合
よ
り
過
剰
な
と
き
は
、
そ
の
過
剰
分
は
不
問
に
付
す
が
、

影
り
合
よ
り
不
足
す
る
場
合
に
は
「
そ
の
不
足
分
を
上
・
中
・
下
田

そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
当
年
の
損
毛
分
と
し
て
反
別
あ
る
い
は
石
高

に
換
弊
し
て
控
除
す
る
。
侮
え
ば
上
田
を
検
出
坪
刈
り
し
て
検
出
し

た
有
電
量
が
八
合
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
一
坪
に
つ
き
上
田
の
当
り

合
一
升
よ
り
二
合
の
不
足
、
比
率
に
し
て
二
割
の
不
足
で
あ
る
。
反

取
畝
引
書
見
取
法
の
場
合
に
は
、
こ
の
二
五
分
の
反
別
を
上
田
の
総

反
別
か
ら
引
き
、
残
り
の
反
別
を
根
取
米
す
な
わ
ち
一
反
に
つ
き
七

斗
五
升
に
乗
じ
、
厘
取
畝
引
検
見
取
法
の
場
合
に
は
、
二
割
分
の
石

高
を
上
田
の
総
石
高
か
ら
引
き
、
残
り
の
石
高
に
租
率
を
乗
じ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

上
田
の
年
貢
を
算
出
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
算
出
方
法
を
反
取
・
厘

取
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
示
せ
ば
、
《
王
》
・
《
X
》
の
と
お
り
で
あ

る
。　

こ
の
畝
引
検
見
取
法
が
畿
内
・
中
国
筋
の
綿
作
に
も
適
用
さ
れ
た

　
　
　
⑦

の
で
あ
る
。
摂
河
泉
で
は
大
坂
堤
方
年
番
湾
岸
が
、
そ
の
年
の
綿
・

米
平
均
相
場
（
後
述
す
る
一
頻
か
所
の
平
均
で
あ
ろ
う
）
を
触
れ
る
。
そ
れ
に

よ
っ
て
代
宮
所
は
綿
を
籾
に
換
算
し
て
畝
引
検
見
を
行
な
う
。
例
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

す
れ
ば
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
．

　
　
鑛
鱗
摯
悪
難
糎
毛
　
　
　
但
客
選
㍊

　
一
上
々
田
壱
反
歩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
綿
作

　
　
　
此
分
謙
小
由
ビ
石
笹
飴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
貰
聞
㎜
拾
六

　
　
　
批
太
数
二
万
七
｝
臼
本
　
　
　
　
　
　
　
　
　
擬
ギ
ゼ
坪
六
拾
ふ
八
－
不
ふ
瓦
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此
銚
数
闘
万
千
四
擬

此
綿
欝
拾
弐
貫
澱
百
弐
拾
属

此
斤
蟹
一
血
拾
山
ハ
斤
悶
門
分
五
厘
裂
毛

此
舶
銀
五
恰
…
六
匁
四
門
分
五
厘
四
毛

・〈1＞

　　　　　　　　　反取畝引検見取法

x－P×v－Ai（1＿変コ廻．@p）＋Q×ΣB・i（・一9 a乏）

＋R・Σα（　　　・x　一　a’v1一　　　　　’」’）

但
遷
本
に
付
弐
ッ

椴
桃
一
重
正
味
蕊
分
、
尤
紬
擬
除
、

弟
二
坪
繍
縫
郷
十
一
匁
四
分

倶
平
野
笑
様
斤
二
百
二
十
鐵

優
壱
斤
平
均
壱
匁
替

田下田中田上

　　R升

　　γ升

C反＝Σα

　　Q升

　　G升

B反＝Σ観

　　bi升

　　P升

　　汐升

A反＝Σth

　　az升

米
合
別
蚤

　
　
　
　
　
靱

取
り
　
　
有

　
　
　
　
　
刈

根
当
字
坪1坪刈向座蚤｛ α3升 ろi升 δ研

⑦撰販米鷺石盛x租率。
②ai＞P，　bi＞q，　ci＞rのときは，　ai＝P，う西σ，　ci＝rとして算出する。

　
内
弐
拾
匁
　
　
　
　
　
　
　
　
肥
代
引

　
　
優
⊥
i
匁
二
付
、
代
凡
饗
一
匁
五
瓜
刀
宛
、
是
ハ
ワ
タ
作
言
稲
作
ト
違
ヒ
、
多

　
　
分
ノ
饗
入
候
晶
付
、
定
法
一
一
テ
肥
代
引
写
也

残
銀
三
拾
六
匁
四
分
五
厘
悶
門
毛

〈g＞

　　　　　　　　厘取畝引検見取法
x一一　｛p　×　＝A・i（i　一　2｛｝；．Lawwium）　一｝”　Q　×　’“yiBia　一　一fz：’ii！i2－bz　）

＋R×’
DS，．ITCi（1m－Zl：t；．gkOt）｝×K

田下

　　Rff

　　ア升

C反丘Σα

　　oi升

田上

　　Q石

　　9升

B反＝Σ疏

　　bi升

　　P石

　　ρ升

A反＝v“Ai

　　ai升

盛
合
別
量

　
り
　
　
有

　
　
　
　
　
刈

石
当
反
坪

①K：・：租率。

②ai＞カ，　bi＞q，　ci＞γのときは，αf＝ρ，　bi＝q，魔論7として算出する¢

　
　
　
一
肩
九
斗
壱
升
唐
舎
三
勺
五
才

　
　
　
但
壱
石
に
付
、
四
拾
團
替

　
　
此
糎
網
石
八
斗
弐
升
弐
合
七
勺
　
但

　
　
五
合
摺
積
り

　
　
　
一
坪
ニ
ッ
キ
叡
六
A
口
七
才
一
血

霜
の
通
仕
娼
し
壱
坪
の
立
毛
に
薩
し
、
当

　
り
合
と
差
引
五
内
五
時
七
才
五
不
足
な
り
、

　
此
の
不
足
の
分
引
方
に
立
、
残
高
へ
三
姫

　
を
懸
、
取
簸
を
仕
出
す
な
り
、
引
方
の
立

様
前
に
記
、
漱
引
検
見
岡
断

　
以
上
で
明
ら
か
で
あ
る
が
、
念
の
た

め
に
詳
述
し
て
お
こ
う
。
一
坪
の
当
り

合
一
升
一
合
六
四
五
オ
は
、
石
盛
一
石

六
斗
に
租
率
五
ッ
四
分
六
厘
一
毛
を
乗

じ
て
え
た
八
．
斗
七
升
三
合
七
勺
六
才

4　（4）



透世における徴秘法の転換（森）

（
根
勝
心
）
を
四
倍
し
て
一
反
の
籾
量
（
　
三
石
酉
九
五
〇
姻
）
に
な
お

し
、
こ
れ
を
三
〇
〇
（
坪
）
で
割
っ
て
算
繊
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
悪
木
が
一
坪
に
六
九
本
、
一
本
に
桃
二
つ
で
あ
る
か
ら
、

一
反
の
半
数
は
四
万
一
四
〇
〇
で
あ
り
、
桃
一
つ
正
味
三
分
と
し
て

一
工
貫
四
二
〇
織
と
な
る
。
こ
れ
を
平
野
臼
（
一
斤
鼠
二
二
〇
穰
）
に
す

れ
ば
五
六
斤
四
分
五
厘
四
幅
と
な
る
。
一
斤
一
匁
替
え
で
あ
る
か
ら
、

一
反
の
綿
値
段
は
五
六
匁
四
分
五
厘
四
毛
で
あ
る
。
、
こ
れ
か
ら
肥
料

代
二
〇
図
（
一
〇
匁
に
っ
き
約
三
匁
託
分
）
を
引
い
た
残
銀
三
六
匁
四
分
五

厘
四
毛
を
、
米
一
石
器
〇
尽
替
え
、
五
合
摺
り
で
籾
に
換
算
す
る
と

一
石
八
二
二
七
と
な
る
。
こ
れ
を
三
〇
〇
（
坪
）
で
割
れ
ば
一
坪
当

り
の
有
籾
量
六
合
七
才
五
を
う
る
。

　
こ
の
一
坪
当
り
の
有
籾
量
六
合
七
才
五
は
、
さ
き
の
当
り
合
一
升

一
合
六
勺
五
才
に
対
し
て
籾
五
合
五
勺
七
才
五
の
不
足
、
比
率
に
し

て
四
割
七
分
八
厘
詳
記
四
の
不
足
で
あ
る
。

　
か
く
て
一
石
富
源
二
反
）
か
ら
不
足
分
四
割
七
分
八
厘
五
毛
四
に

あ
た
η
○
○
石
七
山
ハ
五
山
ハ
一
翼
四
（
四
囲
二
三
歩
五
六
二
）
を
引
い
お
凡
、
　
残
り

の
○
石
八
三
四
三
三
六
（
鷺
敵
六
歩
四
一
二
八
）
に
租
率
五
ッ
四
六
一
を
乗

じ
て
、
○
石
四
五
五
六
三
の
年
貢
を
算
出
す
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
実
際
は
一
女
こ
の
よ
う
な
計
算
を
す
る
の
で
は
な
く
、

綿
・
米
平
均
絹
場
が
決
定
す
る
と
．
あ
ら
か
じ
め
代
官
所
で
は
一
反

当
り
の
斤
数
に
対
応
す
る
一
坪
当
り
の
有
籾
量
を
鐸
患
し
て
お
く
。

そ
の
場
合
、
綿
一
反
に
一
〇
斤
吹
き
は
正
篇
二
五
と
す
る
の
を
定
法

と
し
た
。
一
坪
に
桃
が
二
五
だ
か
ら
一
反
の
黙
諾
は
七
五
〇
〇
、
こ

れ
を
桃
一
つ
綿
正
味
三
分
に
乗
ず
れ
ば
、
一
反
で
二
貫
二
五
〇
園
、

平
野
臼
に
換
毒
し
て
一
〇
斤
二
三
と
な
る
。
一
斤
の
代
銀
を
一
匁
と

す
れ
ば
一
〇
匁
二
分
藁
厘
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
一
〇
匁
に
つ
き
三
匁

五
分
の
肥
料
代
を
引
い
た
、
残
り
の
六
匁
七
分
三
厘
を
、
米
一
石
膠

四
〇
目
替
え
で
米
に
、
さ
ら
に
五
合
摺
り
の
籾
に
換
算
す
る
と
、
米

一
斗
六
升
八
合
三
石
、
こ
の
籾
三
斗
三
升
六
合
六
勺
と
な
る
。
こ
れ

簗1表　綿一坪の有籾盤：

・反・圃・本の酬・坪・撒｝・坪・

摺
…
惚
…
…
…
田

25

T0

V5

n
X
㎜
揃

O．　417

0．833

1．　250

2．　083

2．　500

3．　333

4．160

16

Q0

R0

T0

U0

W0

Q
1坪の綿罪数60本。綿1斤＝・　1匁，

米1石＝40E

を
三
〇
〇
（
坪
）
で
割
っ
て

一
坪
の
崇
重
量
一
合
一
勺
を

算
繊
す
る
。
以
下
岡
概
に
し

て
そ
れ
ぞ
れ
の
斤
…
数
に
応
じ

た
ご
坪
の
有
籾
量
を
証
し
て

お
く
の
で
あ
る
（
第
王
嚢
）
。

か
く
て
坪
刈
り
し
て
平
均
出

合
を
意
え
た
の
ち
、
こ
れ
ら

の
馬
柵
量
と
上
。
中
。
下
そ

5　（5）



れ
謬
、
れ
の
当
り
禽
と
を
差
引
し
て
不
足
が
あ
れ
ば
畝
引
を
す
る
。

　
以
上
に
よ
っ
て
、
つ
ぎ
の
二
点
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　
一
つ
は
、
近
世
の
石
高
鋼
に
対
応
し
、
田
畑
の
位
・
石
盛
が
生
産

力
と
一
応
照
応
し
て
い
る
限
り
、
作
柄
の
豊
凶
に
応
じ
て
「
小
農
」

か
ら
そ
の
全
剰
余
労
働
を
搾
取
す
る
微
租
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
℃
こ
れ
は
、
そ
の
年
・
そ
の
年
の
米
・
綿
平
均
相
場
に
よ
っ
て
米
．

綿
換
算
率
を
算
敵
し
、
坪
刈
り
の
綿
を
籾
に
な
お
し
、
そ
の
年
そ
の

年
の
位
限
り
の
当
り
合
と
差
引
し
て
、
損
毛
分
が
あ
れ
ば
畝
引
し
て

い
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。

　
他
の
一
つ
は
、
脆
弱
か
つ
不
安
定
な
「
小
農
」
経
営
を
安
定
さ
せ
、

か
れ
ら
に
生
産
力
発
展
の
可
能
性
を
は
ら
ん
だ
単
純
再
生
産
を
展
開

さ
せ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
重
藤
法
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
は
①
愚
り
倉
を
こ
え
る
分
は
不
問
に
付
し
（
こ
の
過
醐
分
一
「
出
来

増
」
は
「
百
姓
肥
し
細
入
の
資
力
を
も
っ
て
繊
来
」
し
た
も
の
と
し
て
、
「
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

徳
に
と
ら
せ
遣
偏
す
）
、
離
合
よ
り
も
不
足
す
る
分
は
控
除
す
る
、
②
後

述
す
る
刈
碧
し
平
均
幽
霊
を
全
反
別
に
及
ぼ
す
有
毛
見
隠
取
法
と
は

異
な
り
、
坪
刈
り
、
刈
出
し
は
上
・
中
・
下
そ
れ
ぞ
れ
の
位
限
り
に

行
な
わ
れ
る
の
で
、
た
と
え
あ
る
位
で
多
少
無
理
な
坪
刈
り
、
演
出

し
が
行
な
わ
れ
て
も
、
被
害
は
そ
の
位
限
り
に
止
ま
っ
て
、
全
反
別

に
及
ば
な
い
、
③
と
く
に
綿
作
に
必
須
の
肥
料
代
を
必
要
経
費
と
し

て
挫
除
し
て
い
る
、
と
い
う
点
に
み
ら
れ
る
。
、
こ
れ
ら
か
ら
幕
府
が

考
え
て
い
た
畿
内
の
前
期
綿
作
の
性
格
が
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
思

　
　
紬

わ
れ
る
。

　
つ
ま
り
、
こ
の
畝
引
検
見
取
法
は
、
　
門
小
農
し
の
全
測
余
勢
働
搾

取
と
「
小
農
」
経
営
の
安
定
的
維
持
策
と
の
、
地
代
形
態
に
お
け
る

統
一
的
発
現
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
そ
の
一
般
約
施
行
が
、
さ

き
に
ふ
れ
た
よ
う
に
寛
永
後
期
か
ら
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
幕
府
が
そ

の
権
力
の
基
盤
を
、
当
時
な
お
脆
弱
か
つ
不
安
定
で
あ
っ
た
「
小
農
」

　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

経
営
に
求
め
た
こ
と
を
、
地
代
搾
取
形
態
の
う
え
で
具
体
的
に
示
す

も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
綿
作
漱
瓦
窯
見
取
法
も
、
・
基
本
酌
に
は
田
畑
の
位
・
石

盛
に
副
書
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
当
り
合
を
引
上
げ
る
た
め
に
は
租
率

を
上
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
生
産
力
は
上
昇
し
て
位
・
石
盛
と

の
乖
離
を
次
第
に
拡
大
す
る
の
に
反
し
て
、
租
率
の
引
上
げ
は
百
姓

　
　
　
　
　
⑫

の
抵
抗
や
慣
習
な
ど
に
よ
っ
て
、
　
「
何
程
之
豊
熟
に
て
も
五
十
年
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

七
十
年
に
無
前
程
之
高
免
に
取
候
事
は
無
之
㎏
、
「
一
体
検
見
取
ノ
村

カ
潮
回
何
程
ノ
豊
年
ノ
年
4
リ
ト
モ
、
俄
一
二
年
二
五
、
七
分
モ
上

　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ル
儀
バ
カ
ツ
テ
不
致
事
」
と
い
う
よ
う
に
嗣
難
で
あ
っ
た
。
こ
う
し

6　（6）



近世における微租法の転換（森）

て
次
第
に
引
引
倹
見
取
法
は
、
百
姓
め
全
劇
場
労
働
を
搾
取
し
え
な

く
な
り
、
　
「
近
年
御
蔵
入
御
所
務
」
の
減
少
を
来
た
す
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
る
（
寛
文
　
○
年
正
月
令
）
。

　
か
く
て
百
姓
の
全
剰
余
労
働
搾
取
と
そ
の
経
営
の
安
定
的
維
持
を

企
図
す
る
畝
引
検
見
取
法
の
機
能
を
回
復
し
、
　
「
連
々
百
姓
身
上
も

つ
も
り
、
御
所
務
上
り
膜
様
」
（
目
上
）
に
す
る
た
め
に
は
、
幕
府
は

現
実
の
生
産
力
を
適
確
に
再
把
握
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。
こ
れ
に

こ
た
え
て
行
な
わ
れ
た
の
が
露
見
文
・
延
宝
の
検
地
で
あ
っ
た
。
畿
内
・

三
州
を
中
心
と
し
て
行
な
わ
れ
た
延
宝
検
地
は
、
慶
安
二
年
の
検
地

　
⑰

条
令
を
う
け
て
、
一
聞
六
尺
一
分
竿
を
用
い
て
、
か
っ
て
再
生
産
の

た
め
に
認
め
た
余
歩
・
縄
延
び
を
縮
小
し
て
出
日
を
出
す
と
と
も
に
、

上
・
中
・
下
の
位
を
上
女
・
上
・
中
・
下
・
下
々
の
五
等
級
に
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

位
・
石
盛
と
現
実
の
生
産
力
を
照
応
さ
せ
、
百
姓
経
営
の
安
定
的
維

持
と
そ
の
全
剰
余
労
働
の
搾
取
を
志
向
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
以
後
と
く
に
元
禄
期
を
中
心
と
す
る
時
期

に
、
生
産
力
は
め
ざ
ま
し
い
発
展
を
と
げ
た
た
め
に
、
一
方
ま
た
百

姓
の
抵
抗
や
慣
習
な
ど
に
よ
っ
て
恣
意
的
に
租
率
を
引
上
げ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

が
出
来
な
か
っ
た
の
で
、
も
は
や
畝
引
金
見
取
法
で
は
百
姓
の
全
剰

余
労
働
の
搾
取
は
不
町
能
と
な
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
年
貢
収
納
蚤

第2表　10か年平均程率

F鈎　　直写　　づ、若温＝

　　　f”0

38．　80
152．二

間期

　　　f’0

52．　55

49．　69

41．　e2

43．　45

35．　75

32．　82

28．18

延宝4～プミ享2

貞享3～元禄8

元禄9～宝永2
宝受｝（3～嚢三徳5

①中筋村（2543石259），小若江村（52

　蘇ヨ220）とも本途米の租率。

②免状およびr新検地以来年々繊販
　箇』による。

の
減
退
さ
え
来
た
す
に
い
た
っ

壁
例
え
ば
肇
国
大
鳥
聖
帝

諮
り
中
筋
村
（
堺
市
）
、
河
内
国

若
江
薫
製
若
江
村
（
布
施
市
）
な

ど
の
個
別
農
村
に
も
、
こ
の
傾

向
が
明
ら
か
に
み
ら
れ
る
（
第

2
表
）
。

　
こ
の
よ
う
な
事
態
に
対
し
て
、

幕
府
は
あ
る
い
は
大
名
預
断
を
全
廃
し
て
幕
領
支
配
の
貫
徹
を
は
か

　
　
⑳

つ
た
り
、
あ
る
い
は
代
官
を
督
励
し
た
り
な
ど
し
て
、
年
貢
収
納
量

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

の
回
復
、
増
徴
を
は
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
結
果
は
む
し
ろ
「
近
世
以
来
、
御
料
之
地
風
水
畢
等
之
損
毛
有

之
に
も
あ
ら
ず
、
さ
せ
る
い
は
れ
も
な
く
し
て
、
年
女
の
御
二
毛

次
第
に
下
免
に
成
来
り
、
古
来
之
御
取
毛
二
引
合
せ
候
二
、
過
半
之

梢
違
相
見
」
え
、
「
或
ハ
御
料
私
領
入
会
之
寄
々
、
私
領
に
引
く
ら

へ
七
去
ハ
、
御
料
甥
御
擬
毛
ハ
殊
理
外
に
下
多
之
所
も
有
之
、
或
ハ

私
領
之
村
々
御
料
所
に
成
僕
後
、
御
取
上
之
次
第
、
私
領
之
蒔
よ
リ

ハ
年
女
に
下
り
候
所
も
有
之
」
と
い
う
逆
の
結
果
を
ま
ね
い
た
。
こ

の
正
徳
三
年
（
一
七
；
一
）
四
月
の
触
書
の
示
す
動
向
は
、
五
畿
内
∵

7　（7）
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第3表畿内筋
8か国の諸口

…年代｝租率

38．　74

34．　44

31．　47

33．　e5

33．　11

33．15

31．　36

3z　e7

29．　05

37．　05

宝永3

　　　4

　　　5

　　　6

　　　7

亘三徳王

2
　
　
n
O
　
　
4
　
　
5

る
（
第
3
表
）
。

if京郷御役所向大

概覚潜』による。

近
江
・
丹
波
・

播
磨
八
か
國
の

幕
領
の
収
納
傾

向
に
も
み
ら
れ

今
や
微
租
仕
法
、
徴
租
機
構
そ
れ
膚
体
に
構
造
上
の
問
題
が
あ
り
、

姪
桔
化
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
聞
題
は
未
解
決
の
ま
ま
享
保

期
に
も
ち
こ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

①
安
良
城
盛
昭
氏
『
幕
藩
体
制
社
会
の
成
立
と
構
造
恥
六
四
～
八
七
頁
。
朝
尾
直

　
弘
氏
「
近
世
初
頭
に
お
け
る
凝
内
蒜
領
の
支
配
構
造
」
（
『
史
林
』
四
二
巻
｝
畢
）
。

　
佐
々
本
潤
之
介
氏
兜
蘇
藩
権
力
の
塞
礎
構
造
』
二
三
二
～
西
頁
。

②
佐
々
木
潤
之
介
琉
前
掲
書
三
五
三
～
薫
七
九
頁
。

③
中
村
吉
治
氏
『
近
世
初
期
農
敵
史
研
究
』
二
～
ヨ
頁
、
四
四
～
六
頁
。
朝
羅

　
直
弘
氏
「
蟄
臣
政
権
の
墓
盤
」
（
『
歴
史
学
研
究
既
二
九
二
琴
）
。

④
勘
定
役
木
戸
小
三
郎
の
考
証
に
よ
れ
ば
、
従
来
は
「
定
免
之
収
納
法
に
候
処
、

　
崩
児
永
年
中
御
　
勘
定
頭
曾
根
塗
桶
澱
、
定
日
兜
は
百
姓
難
儀
に
付
、
検
見
取
御
戴
獄
悲
之

　
鶴
に
付
、
御
料
所
は
一
同
に
検
見
良
相
成
、
定
免
郷
差
止
」
と
な
っ
た
と
い
う
。

　
こ
の
「
検
見
取
」
は
「
畝
引
を
立
」
て
る
畝
尉
検
見
取
り
を
意
唾
一
し
て
い
る
（
『
　

　
話
一
言
』
上
三
日
本
妻
華
大
成
』
鯛
巻
》
九
三
三
～
五
頁
）
。

⑤
「
関
東
筋
」
は
関
八
州
に
伊
豆
・
夢
前
を
加
え
た
も
の
で
あ
り
、
瞥
関
東
方
」

　
と
は
「
関
策
筋
」
に
陸
奥
・
醸
羽
の
「
爽
醐
筋
」
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

　
一
二
か
國
以
外
の
国
す
な
わ
ち
五
畿
内
筋
・
海
道
筋
・
中
国
筋
・
西
圏
筋
・
北
濁

　
筋
は
す
べ
て
「
上
方
筋
」
に
入
る
。
こ
れ
が
勘
定
所
の
取
扱
仕
法
で
あ
っ
た
（
『
質

　
地
】
下
山
・
『
地
方
凡
側
録
駈
禽
購
本
経
済
大
典
恥
四
三
巻
。
以
下
『
大
典
熱
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
め
ね

　
略
称
》
三
〇
～
一
頁
。
『
概
胤
県
治
饗
略
』
二
七
二
～
縢
頁
。
「
地
方
要
集
録
」

　
醗
同
本
三
月
史
料
聚
粋
』
一
一
巻
》
五
贈
　
頁
）
。

⑥
　
『
地
方
凡
侮
録
臨
（
『
大
典
』
四
三
巻
）
「
五
九
頁
。
『
噸
数
累
年
録
駈
前
集
、

　
第
一
。
『
地
方
押
脚
秘
曲
臨
。
『
算
学
地
方
俗
篇
』
。

aΨ

@
　
『
軸
娼
＋
刀
凡
伽
圃
録
』
　
一
論
ハ
八
～
｝
レ
㍗
一
｝
宵
黒
。
凹
「
紬
掲
幽
刀
要
集
録
」
（
『
口
同
本
農
幾
山
人
料

　
聚
粋
隔
一
「
巻
）
五
七
二
頁
。
　
『
牧
民
金
鑑
』
上
巻
四
｝
三
頁
。
『
徳
州
禁
令
考
』

　
前
集
第
三
、
二
一
五
五
暑
。

⑧
『
地
方
凡
例
録
』
一
七
｝
～
六
頁
。
『
編
方
落
穂
集
』
（
『
大
典
』
二
四
巻
七

　
六
～
九
頁
）
。

⑨
騨
．
地
方
落
穂
集
』
六
〇
頁
。
「
増
補
田
園
二
身
」
（
『
大
典
臨
「
三
巻
　
二
七

　
頁
）
。
『
格
致
累
年
録
無
前
集
第
｝
。

　
　
な
お
慶
安
の
触
書
が
、
そ
の
二
四
条
で
「
年
貢
出
し
候
儀
、
激
励
に
か
げ
て
ハ

　
｝
反
割
付
何
ほ
ど
、
高
に
か
け
て
ハ
一
石
に
何
程
、
劇
付
差
紙
地
頭
・
代
引
よ
り

　
も
出
し
候
、
左
候
得
ハ
、
か
う
さ
く
に
入
精
を
、
能
作
り
、
取
笑
多
く
在
日
ハ
、

　
其
身
の
徳
に
候
、
悪
候
得
ハ
人
不
知
身
上
の
ひ
げ
に
候
事
」
（
『
徳
川
禁
今
考
』
前

　
集
第
五
、
二
七
八
九
号
）
と
触
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で

　
あ
る
。

⑩
寛
永
期
以
降
、
畿
内
綿
作
は
一
段
と
発
展
し
た
が
、
金
剰
余
労
働
が
搾
販
さ
れ

　
て
い
た
前
期
の
綿
作
は
、
　
般
に
使
稽
価
値
生
産
を
冒
的
…
と
す
る
農
業
の
域
を
出

　
ず
（
山
崎
隆
三
氏
「
江
戸
後
期
に
お
け
る
農
村
陶
工
の
発
展
と
農
扁
虻
分
解
扁
岩

　
波
講
座
『
臼
本
歴
史
』
近
世
4
三
三
四
頁
）
、
脆
弱
・
不
安
定
な
「
小
農
」
経
営

　
の
安
定
的
維
持
に
資
す
る
も
の
で
あ
り
、
幕
府
も
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
前
期

　
の
綿
作
に
対
処
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
毎
年
肥
料
代
を
控
除

　
し
て
い
る
こ
と
（
稲
作
に
対
し
て
は
、
こ
の
控
除
は
な
い
）
、
つ
ぎ
に
み
る
よ
う

　
に
、
綿
作
、
蘭
方
生
産
力
の
不
安
定
性
（
有
益
直
弘
氏
「
近
世
初
頭
に
お
け
る
畿

　
内
幕
領
の
支
配
構
造
』
。
佐
々
木
潮
之
介
氏
前
掲
轡
一
　
八
｝
貰
）
を
考
慮
し
て
、

（8）8
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匿
・
二
方
円
作
と
く
に
畑
方
線
作
に
短
す
る
租
率
を
、
稲
作

の
そ
れ
よ
り
も
低
く
し
て
い
る
こ
と
、
な
ど
か
ら
う
か
が
わ

れ
る
。

　
例
え
ば
覧
永
［
○
年
の
泉
州
日
根
一
郡
波
有
手
村
（
泉
爾
郡

南
海
町
）
に
お
い
て
は
、
綿
作
に
対
す
る
租
率
は
、
田
・
畑

方
と
も
、
稲
作
の
そ
れ
に
く
ら
べ
て
低
率
で
あ
る
（
A
表
）
。

　
ま
た
、
泉
州
大
鳥
郡
堺
廻
り
中
筋
村
（
堺
市
）
に
お
い
て

は
、
少
な
く
と
も
寛
永
期
以
降
は
斜
方
は
ほ
と
ん
ど
綿
作
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
『
四
隅
歴
史
臨
寛
永
三
年
の
条
に

「
太
～
綿
内
検
有
之
」
と
あ
り
、
ま
た
時
代
は
下
る
が
、
寛
延

期
、
畑
方
は
す
べ
て
、
田
方
は
五
分
通
り
綿
作
で
あ
る
《
「
乍

恐
書
付
を
以
奉
申
上
候
》
）
。
そ
の
田
畑
の
租
率
を
比
較
す
る

と
、
B
表
に
み
る
よ
う
に
、
田
方
の
租
率
の
方
が
極
め
て
高

い
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
元
禄
・
享
保
期
を
画
期
と
し
て
、
　
㎝
書

置州大鳥郡中筋村の田・畑租率
プゴ　i畑’ブ5　il年　　代　1田　　プi　｝畑　　プヲ

B

年代1田
底
冷
。
5
」
4
」
冷
』
3
。
0
3
3
2
。
0
3
」
6
8
。
1
2
’
8
2
5
4
惑
3

　
　
2
6
2
1
1
8
1
9
1
8
羅
1
1
2
2
1
0
1
8
2
3
1
8
2
0
1
4
1
9
2
2
2
6
2
6
1
7
皿
2
0
1
9
1
5

　
鐙

％
魏
糊
謝
魏
講
潔
練
塀
麗
羅
湿
糠
翻
瓢

慶安1

2
　
3
　
　
4承応1

　　2

　　3

明歴1

　　2

　　3

万治1

　　2

　　3

寛文1

乞
3
4
5
6
7
8
9

10

P1

％
粥
揃
一
徳
郡
繋
　
謂
鰯
㎜
鵬
灘
撚
蜘
翻

％
議
翻
心
纒
謂
　
難
聴
㎜
孫
羅
粥
旧
識

寛永1

2
3
4
5
6
7
8
9

10

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

Q0

正保1

　　2

　　3

　　4

繕筒｛ま2583石572。　　『老關蹴』　1こよる。

に
剰
余
労
働
が
百
姓
の
手
元
に
残
留
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
畿
内
綿
作
は
交
換
価

値
日
M
的
の
商
品
生
産
的
性
絡
を
つ
よ
く
帯
び
て
く
る
（
山
崎
隆
三
氏
前
掲
轡
三
猛

四
二
瓢
五
四
頁
）
。
こ
れ
に
対
し
て
幕
府
も
享
保
改
革
期
か
ら
定
免
法
、
田
方
勝

波有手村の作付高・租率A表

率毛付高｝租
石 ％

田方木綿 495，870 38．8

畑方木綿 125，620 29．4

山懇分 122，540 35．8

姻方分 137，560 42．7

上　　毛 478，06e 46．8

灘高に短する租率

毛付高に対する租率

村高14鍼石500。「免状」による。

　
手
作
仕
法
あ
る
い
は
有
毛
検

　
見
厳
法
を
施
行
し
て
、
こ
れ

　
に
対
処
し
て
い
る
（
こ
れ
に

　
つ
い
て
は
後
述
）
。

⑪
　
佐
々
木
潤
之
介
氏
前
掲
櫓

　
＝
エ
ハ
＝
一
、
　
三
七
五
｝
無
。

⑫
　
由
騎
隆
三
氏
「
江
戸
後
期

　
に
お
け
る
農
村
経
済
の
発
展

　
と
農
民
羅
分
解
扁
（
岩
波
講

　
座
『
日
塞
鷹
史
』
近
世
4
蚕
㎝
毛
～
三
四
四
頁
）
。

⑬
「
建
玉
筆
記
」
（
『
大
典
』
一
三
巻
一
三
八
買
）
。

⑭
『
地
方
几
鋼
録
』
；
死
頁
。

⑮
⑯
　
『
徳
川
禁
令
考
』
前
集
第
ミ
、
「
六
九
七
簿
。

⑰
『
条
令
拾
遺
』
。

⑱
　
小
林
茂
氏
「
延
宝
五
年
三
月
検
地
郷
条
目
史
料
」
　
（
『
近
世
史
研
究
』
二
号
）
。

　
宮
州
満
氏
『
太
閤
検
地
論
』
第
一
部
三
八
四
～
五
頁
、
第
匪
部
三
三
一
～
四
頁
。

⑲
山
崎
隆
三
落
前
目
論
文
三
三
七
～
蕊
四
四
頁
。

⑳
　

『
折
た
く
柴
の
記
』
　
（
岩
波
文
瞭
）
一
五
九
頁
。

⑳
大
沢
元
太
郎
残
「
近
世
の
預
所
に
就
い
て
」
（
『
歴
史
地
理
』
七
七
巻
二
号
）
。

⑫
　
拙
縞
摘
「
代
官
所
機
溝
の
改
・
革
を
め
ぐ
っ
て
」
　
（
『
大
阪
府
立
大
学
紀
要
』
　
　
三

　
巻
）
、

9　（9）
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蟄
　
『
徳
規
禁
令
考
』
前
繁
々
謝
、

　
廻
暑
。

三

｝
二
一
鰯
弩
。
　
『
網
触
爵
寛
保
黙
成
』
…
三
｝

定
免
法
一
…
畝
引
検
見
取
．
根
取
法
に
基
づ
く
一

の
実
施
と
そ
の
限
界

　
い
か
に
幕
府
が
代
官
を
督
励
し
て
も
、
年
々
の
取
箇
は
私
領
に
お

と
り
、
や
が
て
旗
本
・
御
家
入
の
切
米
支
給
に
さ
え
事
欠
く
よ
う
に

な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
幕
府
財
政
を
建
薩
す
こ
と
が
、
ま
ず
吉
宗
の

当
面
の
課
題
で
あ
っ
た
。

　
改
革
は
、
生
産
力
の
発
展
に
と
も
な
っ
て
百
姓
の
手
元
に
地
代
形

態
で
は
搾
取
し
え
な
い
剰
余
労
働
が
残
留
す
る
と
い
う
、
封
建
社
会

の
基
盤
の
変
化
・
発
展
に
対
応
し
て
、
こ
れ
を
吸
収
す
べ
く
、
地
代

搾
取
原
則
（
百
姓
経
欝
の
安
定
的
維
持
と
全
剰
余
労
働
搾
取
）
を
貫
徹
し
よ
う

と
す
る
。
そ
の
た
め
に
採
ら
れ
た
の
が
、
定
免
法
、
有
毛
検
見
取
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

で
あ
り
、
徴
租
機
構
に
お
い
て
は
一
旦
全
廃
し
た
大
名
預
所
の
復
活
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

つ
い
で
代
官
所
経
費
別
途
支
給
仕
法
で
あ
っ
た
。
有
毛
検
見
取
法
に

つ
い
て
は
次
節
に
ゆ
ず
り
、
こ
こ
で
は
定
免
法
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。

　
幕
府
が
初
め
て
定
免
法
の
施
行
準
備
を
代
官
に
触
れ
た
享
保
三
年

（一

ｵ
一
八
）
九
月
の
達
書
に
よ
れ
ば
、
定
免
法
を
施
行
し
う
る
条

件
を
謡
え
た
村
柄
と
し
て
「
田
畑
検
地
も
正
敷
、
地
所
・
還
付
・
石

盛
等
茂
あ
ま
り
之
相
違
成
儀
無
之
、
用
水
懸
り
も
能
、
年
々
立
毛
出

来
方
さ
の
ミ
甲
乙
茂
少
ク
、
勿
論
水
損
・
皐
損
無
之
、
又
者
町
場
ユ

爺
田
地
茂
能
、
毎
年
御
取
ケ
増
減
も
少
之
儀
ユ
而
、
商
売
を
専
二
い
た

し
候
所
二
而
、
惣
蒲
豊
年
凶
年
共
二
壱
弐
分
程
之
上
ヶ
下
ヶ
二
而
御
取

ケ
極
メ
候
様
成
所
」
を
あ
げ
、
そ
こ
で
は
「
前
々
虚
報
取
ケ
拾
ヶ
年

平
均
」
で
三
年
な
い
し
五
年
の
定
免
と
し
、
そ
の
年
季
中
は
た
と
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

い
か
な
る
野
毛
が
あ
っ
て
も
破
免
を
し
な
い
と
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
定
免
法
が
実
際
に
施
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

名
預
所
の
復
活
と
と
も
に
、
享
保
五
年
か
ら
で
あ
る
。
以
後
定
免
法

は
逐
次
施
行
さ
れ
、
関
東
方
か
ら
上
方
筋
に
か
け
て
、
か
な
り
広
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
九
年
以
降
の
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
ろ
実
施
さ
れ
た
定
免
法
は
、
主
と
し
て
従
来
の
畝
引
検
見

取
に
よ
る
取
米
の
平
均
に
基
づ
い
て
、
こ
れ
に
増
し
を
加
え
た
も
の

で
あ
っ
た
。
例
え
ば
つ
ぎ
の
村
内
は
い
ず
れ
も
正
徳
四
年
（
一
七
一

隣
）
か
ら
享
保
八
年
（
一
七
二
三
）
ま
で
の
一
〇
か
年
平
均
に
増
し
を

煽
え
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
る
。
武
蔵
團
久
良
岐
郡
永
田
村
（
横

浜
市
）
で
は
、
右
の
平
均
に
米
五
石
六
ご
工
四
、
永
六
五
一
文
七
分

　
　
　
　
⑦

増
し
で
あ
り
、
摂
津
国
薦
成
郡
難
波
村
（
大
阪
市
）
に
お
い
て
も
、
平

le　（le）



近世における徴租法の転換（森）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

均
の
四
・
九
八
％
増
し
（
定
免
高
六
九
六
満
六
番
七
）
で
あ
る
。
和
泉
国

大
鳥
郡
堺
廻
り
の
中
筋
・
北
庄
・
舳
松
の
三
か
村
（
堺
帝
）
で
は
、
定

免
法
は
、
九
年
か
ら
一
一
年
ま
で
連
年
の
損
亡
の
た
ぬ
に
施
行
さ
れ

ず
、
一
二
年
か
ら
実
施
さ
れ
た
が
、
そ
の
租
率
は
や
は
り
さ
き
の
平

均
に
厘
上
げ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
三
か
村
そ
・

れ
そ
れ
の
平
均
租
率
三
三
・
八
八
、
三
四
・
四
、
三
三
∴
二
一
％
に
、

一
・
七
、
三
・
〇
九
、
一
・
一
五
％
誉
上
げ
し
た
三
五
・
六
、
三
七
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

四
九
、
三
四
・
四
六
％
で
あ
っ
た
。
　
ま
た
備
中
国
亀
屋
郡
倉
敷
村

（
倉
敷
市
）
に
お
い
て
は
、
　
一
〇
年
か
ら
定
免
法
が
行
な
わ
れ
た
が
、

そ
の
租
率
は
正
徳
四
年
か
ら
享
保
九
年
ま
で
の
一
一
か
年
の
う
ち
、

大
水
損
の
享
保
六
年
を
除
い
た
一
〇
か
年
平
均
に
一
分
の
増
免
を
し

　
　
　
　
⑩

た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
元
来
畝
引
摺
見
取
法
は
、
剰
余
労
働
を
百
姓
の
手
元
に
一
切
残
さ

な
い
と
い
う
地
代
原
則
を
体
現
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
れ
が
い
ま
や
そ
の
機
能
を
喪
失
し
て
定
免
法
へ
転
換
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
定
免
額
の
決
定
に
当
た
り
、
そ

の
基
礎
と
な
る
過
去
の
取
米
平
均
が
、
現
実
に
お
い
て
右
の
原
則
の

具
体
的
表
示
た
る
た
め
に
は
、
平
均
に
増
し
を
加
え
て
修
正
し
、
定

免
額
が
事
実
上
な
ん
ら
剰
余
労
働
を
百
姓
の
手
元
に
残
留
さ
せ
な
い

線
に
ま
で
お
よ
ば
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
蓋
し
当
然
の
こ
と
で
あ

っ
た
。

　
も
っ
と
も
先
に
引
用
し
た
享
保
三
年
の
触
に
あ
る
よ
う
な
好
条
件

を
具
備
し
た
場
断
は
、
き
わ
め
て
限
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
実
施

に
あ
た
っ
て
は
と
か
く
破
免
条
項
を
も
う
け
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

幕
府
は
同
七
年
七
月
の
「
定
免
年
季
之
内
、
題
作
損
毛
有
之
節
、
検

　
　
　
　
　
　
　
⑪

見
豪
儀
二
付
御
書
付
」
に
お
い
て
、
定
免
年
季
中
で
も
早
損
・
風
損
・

水
損
・
虫
付
き
な
ど
で
過
分
に
逆
毛
が
生
じ
、
一
村
の
百
姓
が
残
ら

ず
検
見
を
願
い
串
た
発
煙
に
は
有
毛
検
見
を
行
な
う
。
そ
の
結
果
、

定
免
額
よ
り
も
多
く
な
る
こ
と
も
あ
り
う
る
が
、
そ
れ
を
承
知
の
う

え
な
ら
ば
、
破
免
し
て
有
毛
の
と
お
り
取
米
を
決
定
す
る
と
触
れ
て

い
る
。
そ
の
場
合
過
分
の
損
毛
と
い
う
の
は
「
一
国
一
働
江
響
章
程
」

の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
山
崩
・
川
欠
な
ど
が
あ

っ
た
場
合
は
、
く
わ
し
く
見
分
し
た
う
え
で
、
「
荒
地
之
分
御
年
貢

差
免
可
申
候
、
　
尤
右
荒
地
之
御
年
貢
引
露
分
、
　
村
中
♂
抄
出
候
儀

二
而
者
無
之
候
、
倶
其
節
者
村
中
不
残
遂
命
儀
、
荒
地
等
可
梢
奇
事
」

と
達
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
条
件
で
は
実
際
は
破
免
を
し
な
い
こ
と
と
な
り
、
百

姓
経
営
を
破
壊
す
る
の
で
、
百
姓
の
抵
抗
も
強
く
、
定
免
法
を
施
行
す

．11　（ll）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
醗

各
こ
と
が
園
難
で
あ
っ
た
。
　
そ
こ
で
幕
府
は
一
二
年
（
一
七
二
七
）

九
月
に
破
鍋
率
を
定
め
、
た
と
え
一
村
で
も
五
分
（
五
〇
％
、
以
下
こ
れ

に
準
ず
る
）
以
上
の
損
毛
が
あ
っ
た
場
合
は
、
代
官
が
十
分
念
を
入
れ

て
検
見
し
た
う
え
、
委
細
勘
定
所
に
絹
物
し
て
裏
方
を
決
め
る
よ
う

　
　
　
⑬

に
改
め
る
一
方
、
か
れ
ら
を
督
励
し
て
年
貢
の
増
収
を
は
か
り
、
そ

の
実
を
あ
げ
た
。
す
な
わ
ち
租
率
を
あ
げ
て
定
免
法
を
一
般
に
施
行

し
た
九
年
ご
ろ
か
ら
収
納
量
は
増
加
し
、
勘
定
方
の
「
御
勝
手
御
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＝
一
年
×
＝
二
年
）

筋
大
立
候
儀
申
上
候
書
付
」
に
「
御
料
所
之
分
、
去
ル
未
・
申
両
年

吟
味
仕
、
御
取
箇
黙
認
」
し
た
と
あ
る
よ
う
に
、
一
二
年
に
は
一
六

二
万
石
余
り
と
享
保
年
間
で
は
最
高
額
に
達
し
た
の
で
あ
る
（
第
4

表
）
。

　
さ
ら
に
幕
府
は
翌
二
二
年
四
月
に
は
、
そ
の
村
柄
繍
応
の
鳥
取
免

に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
一
①
去
年
蒔
米
が
増
加
し
た
が
、
急
な

こ
と
ゆ
え
、
隣
村
に
比
較
し
て
い
わ
れ
な
く
甲
乙
あ
る
所
は
、
隣
村

の
を
上
げ
る
か
、
そ
の
村
の
を
下
げ
る
べ
き
か
、
②
去
年
取
米
が
増

し
た
が
、
な
お
増
加
の
可
能
性
の
あ
る
村
方
も
あ
る
べ
く
、
そ
の
よ

う
な
村
は
ど
れ
だ
け
増
せ
ば
、
そ
の
村
肝
相
応
の
取
米
と
な
る
か
、

③
虫
年
年
貢
を
取
り
す
ぎ
た
所
は
、
ど
れ
ほ
ど
減
ず
れ
ば
よ
い
か
、

④
去
年
取
米
が
増
加
し
て
、
そ
の
村
不
相
応
の
も
の
と
な
っ
た
村
方

が
あ
る
か
一
を
吟
味
し
、
そ
の
結
果
た
と
え
定
免
年
季
中
で
も
本

年
か
ら
引
き
下
げ
る
べ
き
も
の
は
引
き
下
げ
、
増
す
べ
き
分
は
増
し
、

「
当
年
よ
り
急
減
難
増
子
細
有
之
分
ハ
、
其
訳
書
付
、
何
年
何
程
可

増
由
」
を
上
申
せ
よ
と
代
官
に
達
し
た
。
ま
た
蒜
府
は
「
此
度
其
村

柄
相
応
之
御
取
箇
二
極
候
上
ハ
、
定
免
之
年
季
五
ヶ
年
又
ハ
拾
ヶ
年
・

拾
五
ヶ
年
に
も
極
」
め
、
、
「
切
替
之
節
受
配
候
儀
ハ
無
堕
罪
」
と
触

　
　
　
⑭

れ
て
い
る
。
こ
の
輪
編
掘
応
の
根
取
免
と
い
う
の
は
、
五
公
五
民
の

　
　
　
　
⑯

線
で
あ
ろ
う
。

　
同
時
に
幕
府
は
、
そ
の
村
誌
糧
応
の
年
貢
を
嵐
す
こ
と
を
承
知
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

た
村
に
限
り
、
諸
等
率
を
引
き
下
げ
て
損
毛
四
分
以
上
と
し
た
。
そ

の
理
由
は
、
こ
の
原
案
作
製
者
で
あ
る
伊
奈
半
左
衛
門
以
下
の
郡
代
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
ロ
ツ
ギ

代
官
ら
が
、
四
分
以
上
の
損
毛
で
破
免
す
れ
ば
、
百
姓
経
営
に
「
甘
」

註
ゆ
と
り
が
生
じ
、
単
純
再
生
産
一
「
凶
年
之
償
者
、
豊
年
之
余

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

慶
を
以
」
て
す
る
一
を
維
持
し
う
る
か
ら
と
い
う
の
で
あ
る
。
た

だ
し
、
そ
の
村
営
相
応
の
年
貢
を
出
す
こ
と
を
承
知
し
な
い
村
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

従
来
ど
お
り
五
分
以
上
に
と
ど
め
た
。
こ
の
よ
う
に
令
達
す
る
一
方
、

幕
府
は
早
損
・
水
損
な
ど
に
備
え
て
、
　
一
〇
月
夫
食
貸
の
用
意
と
し

て
年
貢
米
の
一
部
を
郷
蔵
に
、
郷
蔵
の
な
い
と
こ
ろ
は
名
主
・
庄
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

の
蔵
に
囲
置
く
こ
と
を
命
じ
た
。
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第4表 幕領の石高・取米・租率の変遷
年　　f〈　　　1　総　層　F、1’i　　l　　取 米　　｝　　租　率　　　ll　年　　．f樽　　　1　　総　石　高 蝦 米　1親潮

享保1
　　　　2

　　　　3

　　　　4

　　　　5

　　　　6

　　　　7

　　　　8

　　　　9

　　　　1e

平　均
　　　11

　　　12

　　　13

　　　14

　　　15

　　　16

　　　17

　　　18

　　　29

　　　20

平　均

1

元文1
　　　　2

　　　　3

　　　　4

　　　　5

冤保1
　　　　2

　　　　3

延享1
　　　　2

平　均
　　　　3

　　　　4

寛延1
　　　　2

　　　　3

宝暦1
　　　　2

　　　　3

　　　　4

　　　　5

平　均

4，　088，　530

4，　e98，　371

4，　044，　570

4，050，850

4，　057，　180

4，　066，　500

4，　Q43，　320

4，　112，　390

4，　278，　37e

4，　360，　670

4，　120，　e75

4，310，100

4，　414，　85e

4，　409，　753

4，　446，　688

4，　481，　056

4，　530，　908

4，　521，　401

4，　541，　744

4，　541，　816

4，　539，　331

4，　473，　764

4，　565，　359

4，　567，　15i

4，　58e，　554

4，　583，　446

4，　581，　523

4，　586，　472

4，　614，　502

4，　624，　664

4，　634，　e76

4，　628，　935

4，　596，　668

4，　634，　e65

4，　415，　820

4，　412，　241

4，　397，　089

4，　390，　109

4，　394，　525

4，　409，　637

4，　413，　541

4，　4e7，　515

4，　4i2，　347

4，　428，　588

1，　389，　570

1，　365，　06e

1，　435，　541

1，　393，　529

1，　395，　682

1，　305，　650

1，　414，　290

1，　3e3，　930

i，　488，　360

1，　466，　215

1，395，782

i，　5eO，　691

1，　621，　980

1，465，486

1，　608，　354．

1，　551，　345

1，365，049

1，　392，　391

1，461，986

1，　343，　519

1，　462，　706

1，　477，　350

1，334，481

1，67e，819

1，　533，　133

1，　668，　584

1，　492，　492

1，　570，　389

1，　419，　558

1，　636，　409

1，801，S55

1，676．322

1，580，404

1，　766，　214

1，551，214

1，　590，　491

1，　673，　573

1，　693，　726

1，704，664

1，　715，　630

1，　680，　eO2

1，65e，387

1，　642，　551

1，　666，　845

　　　ct／0

33．99

33．31

35．49

34．40

　！1

32．l1

34．98

31．71

34．79

33．62

33．87

34．82

36．74

33．23

36．17

34．62

30．13

30．se

32．19

29．58

32．22

33．e2

29．23

36．58

33．47

36．40

32．58

34．24

3e．76

35．38

38．88

36．21

34．38
38，　11

35，13

36，　06

38．06

38．58

38．79

38．91

38．06

37．44

37．23

37．63

　　　　6

　　　　7

　　　　8

　　　　9

　　　　10

　　　　11

　　　　12

　　　’13

明和1
　　　　2

平　均
　　　　3

　　　　4

　　　　5

　　　　6

　　　　7

　　　　s

安永1
　　　　2

　　　　3

　　　　4

平　均
　　　　5

　　　　6

　　　　7

　　　　8

　　　　9

天明1
　　　　2

　　　　3

　　　　4

　　　　5

平　均
　　　　6

　　　　7

　　　　8

寛敷1
　　　　2

　　　　3

　　　　4

　　　　5

　　　　6

　　　　7

平　均

4，　406，　064

4，420，503

4，　426，　889

4，　471，　712

4，　461，　631

4，　465，　654

4，　458，　083

4，　375，　836

4，　376，　432

4，　387，　292

4，　425，　009

4，387，045

4，　394，　756

4，　378，　684

4，　378，　574

4，　371，　923

4，　375，　647

4，　375，　961

4，　378，　819

4，　379，　699

4，387，091

4，　380，　819

4，　387，　20i

4，　392，　791

4，　372，　435

4，　373，　996

4，　371，　639

4，　348，　278

4，　332，　441

4，　35e，　709

4，　360，　521

4，　330，　634

4，　362，　e64

4，　341，　213

4，　361，　544

4，　384，　334

4，　384，　279

4，　380，　524

4，　382，　813

4，　393，　572

4，　393，　OOO

4，　403，　622

4，　504，　516

4，　392，　941

　　　　　　　石

1，　649，　384

1，552，846

1，　649，　532

1，　701，　560

1，　685，　345

1，　680，　127

1，　674，　699

1，　643，　963

1，　636，　386

1，594，040

1，　646，　788

・1，　538，　971

1，　598，　767

1，　547，　248

1，594，461

1，　467，　Ole

2，　353，　282

1，　525，　624

1，508，026

1，　530，　615

1，520，866

1，　51＆　487

1，　569，　988

1，　556，　681

1，　517，　858

1，　525，　452

1，　427，　789

1，　465，　836

1，460，933

1，219，484

1，　492，　139

1，403，709

1，　463，　986

i，　081，　485

1，　444，　933

1，　433，　377

1，　410，　414

1，　442，　995

1，356，289

1，　470，　399

1，　476，　278

1，　471，　301

1，545，767

1，　413，　323

　　　ct／0

37．43

35．13

37．28

38．05

37．77

37．62

37．57

37．57

37．39

36．23

37．21

35．e8

36．38

35．34

36．42

33．56

30．93

34．86

34．44

34．95

34．67

34．66

35．79

35．44

34．71

34．86

32．66

33．72’

33．70

28．e3

34．22

32．41

33．　56

24．91

33．13

32．69

32．王7

32．94

30．95

33．47

33．61

33．41

34．76

32．i7

r絹本難政経済史料』第1巻31～43頁。
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と
こ
ろ
が
同
年
風
水
損
が
あ
り
、
代
官
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

え
で
引
方
を
立
て
、
ま
た
多
分
の
夫
食
貸
を
行
な
っ
た
。
そ
の
た
め

か
年
貢
量
は
＝
一
年
の
一
六
二
万
石
余
り
に
く
ら
べ
て
一
四
六
万
五

〇
〇
〇
石
余
り
に
と
ど
ま
り
、
～
五
爵
六
〇
〇
〇
石
余
り
の
減
少
を

み
た
（
第
4
表
）
。

　
こ
の
よ
う
な
動
向
に
当
面
し
た
幕
府
は
、
翌
一
四
年
九
月
代
官
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
二
年
）

点
し
て
、
ま
ず
「
御
取
箇
之
儀
、
去
ル
十
年
吟
味
之
上
、
定
免
も
過

　
　
　
　
　
　
（
；
一
年
）

半
出
来
、
言
論
去
申
年
再
吟
味
有
之
、
一
村
毎
二
地
取
相
極
悪
処
、

表
年
ハ
所
々
風
水
損
等
有
之
、
引
方
相
立
候
、
当
年
ハ
豊
年
二
型
間
、

検
見
取
場
所
愛
婿
中
坪
入
念
、
立
毛
出
来
方
二
随
、
ま
年
篭
差
患
候

帳
面
之
地
取
手
無
構
、
御
取
置
絹
増
候
様
」
吟
味
す
べ
き
こ
と
を
命

じ
、
つ
い
で
第
二
条
で
、
幕
府
の
考
え
た
、
百
姓
経
営
に
ゆ
と
り
を

も
た
す
四
分
以
上
損
毛
の
揚
合
の
引
立
と
い
う
の
を
、
つ
ぎ
の
よ
う

　
　
　
　
⑳

に
明
示
し
た
。

　
定
免
之
場
所
、
四
分
以
上
之
損
亡
候
得
ハ
、
引
陸
相
立
候
儀
、
田
方
四
分

　
以
上
之
損
亡
挨
ハ
、
写
方
相
立
、
畑
方
ハ
定
免
之
早
取
之
、
畑
方
四
分
以

　
上
之
損
毛
候
ハ
、
、
畑
方
斗
引
方
纏
立
、
田
方
ハ
定
免
之
通
御
取
嬉
黒
蝿

　
回
廊
候
、
鼻
聾
引
立
摺
立
候
糸
竹
、
百
姓
甘
二
成
候
問
、
其
心
得
馬
術
、

　
此
以
後
共
二
定
免
相
極
可
被
申
盤
、
定
免
之
場
所
損
毛
有
之
、
醗
酵
前
立

　
候
儀
、
去
年
ハ
各
了
簡
轟
よ
り
鼠
々
有
之
様
及
承
候
、
右
引
方
立
二
二
至

　
候
蒲
田
、
検
見
取
と
同
様
之
事
綿
羊

　
す
な
わ
ち
田
畑
を
二
つ
に
分
け
、
葦
毛
が
田
方
で
四
分
以
上
、
畑

島
で
四
分
以
下
で
あ
れ
ば
、
田
方
の
み
破
免
し
て
引
方
を
立
て
、
畑

方
は
定
免
と
す
る
。
逆
の
場
合
は
畑
方
だ
け
破
免
し
て
課
方
を
立
て
、

田
方
は
定
免
と
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
百
姓
経
鴬
に
「
甘
」
騒
ゆ
と

り
を
も
た
す
と
い
う
の
も
、
右
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
以
後

こ
の
方
針
が
の
ち
に
ふ
れ
る
よ
う
に
、
次
第
に
具
体
化
さ
れ
、
細
分

化
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
幕
府
は
一
五
年
八
月
、
田
方
は
高
・
取
米
に
お
い
て
も
反

別
に
お
い
て
も
、
四
分
以
上
の
損
毛
が
あ
っ
た
揚
合
に
は
総
理
検
見

取
に
す
る
こ
と
を
触
れ
た
。
そ
の
際
上
方
筋
の
田
方
綿
作
も
「
前
々

検
見
取
之
格
ヲ
以
」
っ
て
、
四
分
以
上
の
厘
毛
が
あ
れ
ば
立
方
を
認

め
た
。
ま
た
畑
方
に
つ
い
て
は
、
麦
作
と
夏
秋
作
（
大
豆
・
小
豆
・
木

綿
．
苧
．
粟
．
稗
・
葉
・
大
根
・
そ
の
他
）
に
二
分
し
、
そ
の
お
の
お
の

に
四
分
以
上
の
鼠
毛
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
耳
玉
検

見
取
を
行
な
う
こ
と
に
改
め
た
。
、

　
し
か
し
こ
れ
で
も
上
方
筋
に
く
ら
べ
て
、
よ
り
生
産
力
が
低
く
、

農
業
外
余
業
が
未
成
熟
な
関
東
方
農
村
の
薫
姓
の
再
生
産
を
お
び
や
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か
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
四
年
の
奥
州
伊
達
・
儒
夫
両
郡
下
の
一
揆

を
は
じ
め
、
夫
食
拝
借
願
い
が
、
と
く
に
関
東
方
農
村
で
増
加
し
た
。

そ
の
た
め
も
あ
っ
て
年
貢
収
納
蟄
は
、
一
四
年
置
ニ
ハ
○
万
八
O
Q

O
石
か
ら
、
一
五
年
に
は
一
五
五
万
石
余
り
、
　
一
六
年
に
は
一
三
六

万
機
〇
〇
〇
石
余
り
、
一
七
年
（
近
畿
以
爾
鰹
害
）
に
は
一
三
九
万
石
余

り
と
急
激
な
減
小
を
示
し
た
（
第
4
表
）
。

　
こ
の
よ
う
な
動
向
に
対
し
て
墓
府
は
、
大
損
毛
・
家
財
焼
失
そ
の

ほ
か
格
別
の
理
由
が
な
け
れ
ば
、
年
質
微
収
の
さ
ま
た
げ
を
な
す
夫

食
貸
を
禁
止
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
は
四
分
以
上
の

鼠
毛
で
な
け
れ
ば
破
免
し
な
い
と
い
う
現
在
の
規
定
が
、
果
た
し
て

現
実
に
そ
く
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
必
要
を
感
じ
、
再
び

こ
れ
を
伊
奈
半
左
衛
門
以
下
の
郡
代
・
代
官
一
六
名
に
諮
問
し
た
の

で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
こ
た
え
て
か
れ
ら
は
、
一
八
年
九
月
上
方
筋
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

関
東
方
の
再
生
産
に
つ
い
て
の
モ
デ
ル
計
算
を
そ
え
、
さ
き
に
四
分

以
上
の
現
下
の
場
合
に
破
免
す
れ
ば
、
村
女
の
再
生
産
を
破
壊
せ
ず
、

そ
の
骨
柄
相
応
の
年
貢
を
徴
収
し
う
る
と
し
た
筈
申
は
誤
り
で
、
今

後
夫
食
貸
を
停
止
す
る
な
ら
ば
、
損
毛
三
分
以
上
で
破
免
検
見
取
と

す
る
よ
う
に
訂
正
す
べ
き
こ
と
を
具
申
し
た
。

　
幕
府
は
こ
の
答
申
を
認
め
て
勢
門
〇
月
、
摂
河
泉
支
配
の
久
下
藤

十
郎
、
摂
河
支
配
の
平
岡
掛
構
ハ
衛
、
平
河
播
但
支
配
の
千
種
清
右
衛

門
の
各
代
官
に
、
来
た
る
一
九
年
か
ら
こ
の
仕
法
を
実
施
し
、
格
別

の
大
損
毛
以
外
は
夫
食
貸
を
や
め
る
か
ら
よ
く
吟
味
し
、
　
「
万
一
別

段
の
存
寄
り
が
あ
れ
ば
上
申
せ
よ
。
異
議
が
な
け
れ
ば
そ
の
旨
を
答

え
よ
。
な
お
こ
れ
に
つ
い
て
は
村
方
に
は
知
れ
な
い
よ
う
に
手
代
達

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
嬢

に
も
よ
く
申
し
含
め
よ
」
と
達
し
た
。
・

　
か
く
て
一
九
年
正
月
幕
府
は
、
従
前
ど
お
り
「
田
方
畑
方
と
引
分
」

け
、
①
三
分
以
上
の
発
毛
が
あ
っ
た
場
合
に
は
破
潰
検
見
引
す
る
、

②
た
と
え
ば
定
免
年
季
五
か
年
の
と
こ
ろ
三
、
四
か
年
も
三
分
近
い

三
毛
が
つ
づ
き
、
百
姓
が
困
窮
す
る
時
に
は
破
免
検
見
引
す
る
、
③

そ
の
村
柄
漏
相
応
に
高
い
年
貢
を
納
め
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
る

村
は
、
た
と
え
定
免
年
季
中
で
も
吟
味
を
す
る
、
④
定
免
年
季
中
で

検
見
を
行
な
わ
ず
、
年
貢
が
そ
の
墨
柄
相
応
で
あ
る
か
ど
う
か
を
決

し
が
た
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
損
毛
が
な
く
と
も
本
年
は
選

分
し
て
適
正
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
こ
と
を
指
令
す
る
と
と
も
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

今
後
は
格
別
の
大
損
毛
以
外
は
央
食
貸
を
行
な
わ
な
い
こ
と
と
し
た
。

か
く
て
翌
二
〇
年
八
月
勘
定
奉
行
の
連
名
で
、
央
食
掛
の
た
め
の
置

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

籾
停
止
を
代
官
に
達
し
、
年
貢
増
収
を
は
か
っ
た
。

　
一
五
年
以
降
収
納
量
は
減
退
傾
向
を
示
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
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ず
（
第
4
衷
）
、
幕
府
は
い
ま
ま
た
三
〇
％
以
上
と
築
三
率
の
低
減
を

よ
ぎ
な
く
さ
れ
た
。
定
免
法
に
よ
る
増
徴
仕
法
が
ゆ
き
づ
ま
り
を
来

た
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
定
免
法
は
生
産
力
の
発
展
に
と
も
な
っ
て
、
百
姓
の
剰
余
労
働
搾

取
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
蘭
引
浅
葱
取
法
の
欠
点
…
を
克
服
し
、
村
柄

相
応
に
剰
余
労
働
搾
取
を
企
図
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
h
そ
れ
は
生

産
力
の
一
定
の
安
定
性
を
条
件
と
し
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
生
産
力
が
低
く
、
農
業
外
余
業
が
未
成
熟
な
地
域
で

の
定
免
法
の
施
行
は
、
百
姓
の
再
生
産
を
お
び
や
か
し
、
や
が
て
は

取
米
の
停
滞
な
い
し
減
少
を
来
た
す
。
関
東
方
農
村
は
一
般
に
三
分

以
上
に
破
免
率
を
引
下
げ
て
も
、
百
姓
経
営
が
苦
し
か
っ
た
こ
と
は
、

元
文
三
年
（
一
七
三
八
）
三
月
代
官
上
坂
安
左
衛
門
・
田
中
休
蔵
・

蓑
笠
之
助
が
連
暑
し
て
勘
定
所
に
提
出
し
た
意
見
具
申
書
か
ら
う
か

が
わ
れ
る
。
か
れ
ら
三
名
は
黒
毛
三
分
以
上
で
な
け
れ
ば
破
免
検
見

引
を
し
な
い
の
で
、
支
配
所
の
村
女
が
嗣
窮
し
て
い
る
と
述
べ
、
こ

の
よ
う
な
実
情
で
あ
る
か
ら
百
姓
が
「
作
略
」
し
、
二
分
余
り
の
損

毛
で
も
三
分
以
上
に
嶺
た
る
よ
う
に
書
出
す
の
で
あ
る
が
、
　
「
実
々

弐
分
余
之
損
毛
と
見
候
程
之
不
作
二
候
得
は
、
作
毛
荒
、
色
変
、
見

分
悪
敷
相
見
候
ユ
見
違
」
っ
て
積
方
を
立
て
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の

よ
う
な
こ
と
か
ら
享
保
一
三
年
以
前
一
〇
か
年
の
検
見
取
に
く
ら
べ

て
も
、
ま
た
定
免
の
予
定
根
取
高
に
く
ら
べ
て
も
、
享
保
二
瓢
年
か

ら
一
〇
か
年
の
定
免
期
間
の
取
米
額
は
、
金
に
し
て
そ
れ
ぞ
れ
四
〇

九
〇
両
、
一
万
三
六
〇
〇
両
少
な
い
と
申
し
立
て
て
い
る
。
こ
の
年

貢
収
納
鍛
の
減
少
は
、
さ
き
に
み
た
よ
う
な
百
姓
の
減
免
闘
争
に
も

よ
る
が
、
定
免
法
を
施
行
す
る
場
合
、
破
免
率
が
三
〇
％
以
上
と
い

う
の
で
は
、
関
関
方
農
村
の
百
姓
経
営
が
弾
力
性
を
失
な
い
、
黒
米

額
が
減
少
す
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。

　
ま
た
破
免
率
の
全
国
一
律
の
適
用
は
現
実
に
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
ず
あ
い
つ
ぐ
破
免
率
の
引
下
げ
に
よ
っ
て
明
ら

か
で
あ
る
。
ま
た
、
さ
き
に
あ
げ
た
モ
デ
ル
計
算
の
数
値
が
，
そ
れ

を
物
藷
る
。
雷
電
三
九
％
の
と
き
、
上
方
筋
の
一
軒
一
年
分
の
赤
字

○
石
六
一
八
は
、
関
東
方
の
赤
宇
一
無
二
五
九
の
約
半
分
で
あ
っ
た

が
、
損
毛
二
九
％
に
な
る
と
、
上
方
筋
の
赤
字
○
石
二
五
六
は
関
東

方
の
赤
字
○
石
岡
六
五
の
約
三
分
置
一
に
減
少
し
て
い
る
。
ま
た
損

毛
三
九
％
の
と
き
の
一
軒
一
年
分
の
赤
字
（
上
方
筋
○
雪
隠
「
八
、
関
東
方

一
石
二
五
九
）
を
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
〇
と
し
て
、
損
毛
二
九
％
と
し
た
場

合
の
赤
墨
の
低
下
状
況
を
み
る
と
、
上
方
筋
で
は
四
一
（
○
石
二
五

六
）
と
半
分
以
下
に
減
じ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
関
東
方
で
は
六
九
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（
○
石
八
六
五
）
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
幕
府
が
全
国
一
律
に
破
免
率

を
適
用
し
よ
う
と
す
る
限
り
、
生
産
力
の
低
い
関
東
方
農
村
の
再
生

産
を
考
慮
し
て
爵
号
率
を
引
下
げ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
う
す
れ
ば
す
る

ほ
ど
、
よ
り
生
産
力
が
高
く
、
余
業
も
成
熟
し
て
い
る
上
方
筋
が
有

利
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
夫
食
拝
借
願
い
が
と
く
に
関
東
方
に

多
い
こ
と
は
、
こ
れ
を
明
示
し
て
い
る
。
し
か
も
注
翼
す
べ
き
こ
と

は
、
こ
の
上
方
筋
の
モ
デ
ル
計
算
に
は
、
な
か
で
も
と
く
に
生
産
力

の
高
い
畿
内
・
露
国
筋
は
除
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
定
免
法
は
、
は
じ
め
は
畝
織
検
見
取
法
に
、
享
保
一
三
年

　
　
　
　
　
　
⑳

か
ら
は
根
取
法
（
畝
引
墨
見
取
法
は
年
に
よ
っ
て
租
率
の
変
化
が
あ
る
の

に
対
し
て
、
蕊
取
法
は
根
糟
米
（
免
）
が
村
柄
穣
溶
に
1
干
減
を
立
て
て

の
五
公
五
民
の
線
と
考
え
ら
れ
る
i
固
定
さ
れ
る
点
が
異
る
が
、
引
き
方

は
畝
引
検
見
取
法
と
同
じ
で
あ
る
）
に
基
づ
く
が
、
　
い
ず
れ
に
し
て
も

照
畑
の
位
・
石
盛
の
規
制
を
う
け
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
生
産
力
が

発
展
し
て
、
田
畑
の
位
・
石
盛
と
の
乖
離
が
い
か
に
増
大
し
て
も
、

定
免
法
で
は
根
取
米
（
免
）
よ
り
過
剰
な
分
を
吸
収
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
そ
の
う
え
定
免
法
は
、
豊
年
の
と
き
は
田
畑
の
位
・
石
盛

に
基
づ
く
五
公
五
民
の
根
取
米
（
免
）
で
、
比
毛
の
と
き
は
破
免
検

見
引
き
を
す
る
の
で
、
生
産
力
の
発
展
の
著
し
い
地
域
に
お
い
て
は
、

第5衷　寧保期の旧領取箇

率租米取高石区分
貰　　　％ 署　　％　うち小物戒 ％　　　％

上方筋 2，5玉3，100（58．3） 973，900（55．8）118，609石 38．75〈34．03＞

開爽方 1，796，900（41．7） 771，000（44。2）1G5，600 42．91〈37．03＞

合　計 4，310，000（100） 1，744，900（100）　224，200

①租率欄の〈〉内の％は，小物成をのぞいての租率。

②r刑銭須知』343響による。

卑
語
の
手
元
に
余
剰
を
蓄
積
さ
せ
、
年

貢
収
納
量
の
相
対
的
藁
囲
を
来
た
し
、

そ
の
力
が
及
ば
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
ば

か
り
で
な
く
、
第
5
表
に
み
る
ご
と
く
、

総
石
高
の
五
八
・
三
％
、
総
取
米
高
の

五
五
・
八
％
を
し
め
て
い
る
上
方
筋
が
、

取
米
率
に
お
い
て
は
三
八
・
七
五
〈
三

四
・
〇
三
〉
％
で
、
関
棄
方
の
四
二
・
九

一
〈
三
七
・
〇
三
〉
％
よ
り
も
約
四
〈
三
〉

％
低
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
動
向
打
開
の
た
め
に
、

新
た
に
打
ち
出
さ
れ
た
の
が
、
商
業
的

農
業
の
発
展
成
果
吸
収
政
策
と
畑
方
に

対
す
る
定
免
法
の
強
化
で
あ
っ
た
。

　
享
保
二
〇
年
幕
府
は
、
田
方
に
木
綿
・

紅
花
・
麻
・
藍
・
煙
草
・
瓜
な
ど
の
商
贔
作
物
を
作
付
け
す
れ
ば
、

こ
れ
を
勝
手
作
り
と
し
て
田
方
の
上
毛
な
み
に
（
寒
心
の
方
が
免
が
よ

い
所
は
畑
方
上
毛
な
み
に
）
、
　
ま
た
粟
・
稗
な
ど
の
雑
作
は
田
方
上
毛

の
半
毛
（
建
方
の
方
が
免
が
よ
け
れ
ば
畑
方
上
毛
の
一
毛
）
に
取
箇
づ
け
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せ
よ
と
達
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
元
文
三
年
三
月
幕
府
は
代
官
に

対
し
て
、
五
畿
内
筋
（
五
畿
内
、
近
江
、
丹
波
、
播
磨
）
の
綿
作
．
稲
作
の

植
付
反
別
を
あ
ら
か
じ
め
調
査
し
て
お
き
、
書
毛
と
い
う
時
に
は
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

れ
と
ひ
き
く
ら
べ
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
お
け
と
命
じ
、
つ
い
で
五
月

に
は
、
こ
れ
ま
で
破
免
検
見
引
き
し
て
い
た
畑
作
を
、
　
「
惣
而
畑
方

之
儀
、
損
毛
有
之
候
嗣
茂
、
古
来
先
ッ
者
引
方
不
網
子
候
、
臨
海
畑

作
者
一
作
斗
二
無
之
、
贔
々
作
付
い
た
し
細
思
、
田
方
之
通
二
検
冤

も
難
成
、
襲
踏
之
吟
味
的
嘉
」
で
な
い
と
の
理
由
か
ら
除
外
し
て
定

免
と
し
、
破
免
検
見
引
を
田
方
だ
け
に
か
ぎ
っ
た
。
し
か
し
五
畿
内
．

中
国
筋
は
畑
は
も
ち
ろ
ん
田
方
で
も
綿
作
を
し
、
稲
作
同
様
に
検
見

を
し
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
国
女
は
田
方
同
様
に
引
方
を
立
て
る
。

た
だ
し
、
畿
内
・
中
鷺
筋
で
も
、
そ
の
ほ
か
の
畑
方
直
作
は
定
免
と

し
、
引
方
を
立
て
な
い
こ
と
と
し
た
。

　
享
保
期
の
年
貢
増
収
は
、
　
一
面
に
お
い
て
は
定
免
法
な
ど
の
増
齢

策
に
よ
る
が
、
　
一
面
に
お
い
て
は
再
検
地
、
新
田
開
発
な
ど
、
新
た

な
賦
課
対
象
地
の
拡
大
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
新
し
い
賦

課
対
象
地
の
拡
大
に
は
限
り
が
あ
り
、
聖
柄
網
応
へ
の
租
率
の
引
上

げ
に
は
百
姓
の
抵
抗
が
あ
っ
て
容
易
に
実
現
で
き
な
い
ば
か
り
か
、

根
取
米
（
免
）
の
固
定
化
は
「
習
慣
お
よ
び
伝
統
に
よ
っ
て
与
え
ら

れ
藷
制
限
」
と
な
・
㍉
蕎
の
増
大
に
も
か
か
わ
ら
・
す
・
年
貢

収
納
量
の
停
滞
な
い
し
相
対
的
減
少
を
来
た
し
た
（
第
4
表
）
。

　
こ
の
固
定
さ
れ
、
慣
習
化
し
た
五
公
五
民
の
租
率
を
生
か
し
て
百

姓
を
納
得
さ
せ
、
し
か
も
生
産
力
の
発
展
に
対
応
し
、
な
か
で
も
と

く
に
生
産
力
が
著
し
く
上
昇
し
、
百
姓
の
手
元
に
一
定
の
剰
余
労
働

が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
地
域
か
ら
、
祖
法
の
地
代
原
則
に
そ
う
搾
取
を

な
し
う
る
微
租
法
の
必
要
を
、
幕
府
は
痛
感
す
る
に
い
た
っ
た
。
こ

れ
に
こ
た
え
て
登
場
し
た
の
が
、
こ
れ
ま
で
定
免
法
を
実
施
で
き
な

い
場
所
で
、
あ
る
い
は
破
免
の
場
合
に
か
ぎ
っ
て
施
行
さ
れ
て
い
た

有
毛
検
見
取
法
で
あ
る
。

　
①
大
沢
元
太
郎
氏
「
近
世
の
預
所
に
就
い
て
」
（
『
歴
史
地
理
』
七
七
巻
二
号
）
。

　
②
　
拙
稿
「
代
官
所
機
構
の
改
輩
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
大
阪
府
立
大
学
紀
要
駈
　
三
巻
）
。

　
③
町
格
致
累
年
録
臨
後
集
第
一
。

　
④
　
北
島
正
元
氏
『
江
戸
幕
府
…
の
権
力
構
造
』
　
二
一
工
一
買
。

　
⑤
2
話
ご
羅
』
上
巻
九
三
四
頁
。
美
濃
照
羽
粟
郡
笠
松
．
田
村
．
北
開
村
、
徳

　
　
田
・
奈
評
言
漸
圃
な
ど
で
は
享
保
六
年
か
ら
定
免
法
が
施
行
さ
れ
た
（
『
笠
松
町

　
　
史
』
上
巻
二
五
七
頁
）
。

　
⑥
拙
稿
「
近
世
徴
秘
法
の
転
換
」
（
『
大
阪
府
立
大
学
紀
要
』
一
二
巻
）
。

　
⑦
『
勲
爵
市
田
』
第
一
巻
六
九
六
、
六
九
九
頁
。

　
⑧
『
青
物
立
売
一
件
』
坤
。

　
⑨
『
三
園
歴
史
』
。
『
漸
検
地
以
来
年
々
御
取
鋳
馳
、

　
⑩
　
内
藤
正
中
氏
「
幕
敵
改
革
あ
鮭
会
的
基
盤
⇔
」
　
（
堀
江
莫
｝
氏
編
鯨
藩
政
改
革
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近世における徴穂法の転換（森）

　
の
研
究
』
二
九
酉
頁
）
．

⑪
『
刑
銭
須
知
』
　
二
二
四
号
。

⑫
　
　
『
小
作
騒
一
因
に
㎜
閃
す
る
史
料
集
』
八
二
穴
～
七
W
貝
。

⑬
『
刑
銭
須
知
』
ゴ
三
五
弩
。

⑭
⑯
⑱
　
『
牧
戸
金
気
』
上
巻
三
四
八
～
三
五
一
頁
。
『
徳
娼
禁
令
考
』
前
集
第
四
、

　
二
【
五
二
号
。

・
⑮
　
延
享
元
年
神
門
若
狭
守
に
よ
っ
て
、
根
取
免
に
三
ッ
以
上
と
い
う
彩
し
い
増
免

　
を
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
製
図
の
漸
々
は
、
元
来
「
御
根
取
免
之
義
ハ
、
豊
年
之

　
御
見
合
」
で
、
そ
れ
は
高
に
五
ッ
で
あ
る
の
に
、
こ
れ
で
は
「
惣
公
無
畏
」
で
あ

る
と
嘗
て
お
恭
轟
乍
恐
蓉
を
塁
御
嶽
豊
候
」
）
、
羅
方
凡
例
磐

　
識
も
「
細
り
払
欄
田
畑
ト
モ
定
免
ノ
村
ハ
、
　
相
拭
網
取
魚
ル
五
ツ
ト
定
り
有
ウ
畠
」
（
…
七
〇
買
）

　
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
推
測
さ
れ
る
。

⑰
『
牧
艮
金
鑑
』
下
巻
五
三
～
四
十
。
『
徳
川
禁
令
考
撫
前
集
第
四
、
二
「
五
五

　
号
。
『
細
面
須
知
』
，
三
二
八
号
。

⑲
　
　
『
徳
川
禁
令
考
』
前
集
第
四
、
一
　
一
五
三
畢
。

⑳
⑳
　
『
格
致
累
年
録
心
後
六
二
。

㊧
　
　
『
牧
民
金
穴
』
上
巻
四
コ
鳳
～
四
頁
。
　
『
徳
川
禁
令
考
』
前
集
餓
四
、
二
…
五

　
五
暦
。
　
『
黒
眼
須
知
』
三
二
七
号
。

⑳
　
阿
部
真
琴
・
瀬
井
一
氏
「
封
建
鋼
の
動
揺
」
　
（
岩
波
講
座
『
日
本
酸
史
』
近
世

　
4
・
四
七
頁
）
。

⑳
　
上
方
筋
・
関
東
方
に
お
い
て
、
豊
年
と
三
分
九
厘
（
三
九
％
）
、
二
分
九
鷹
（
二

　
九
9
6
）
の
損
毛
が
隔
年
に
あ
る
場
倉
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
村
落
の
再
生
産
に
関
す
る

　
モ
デ
ル
計
算
の
大
要
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
上
方
筋
に
お
い
て
は
、
田
畑
崖
敷
高
合
計
＝
二
〇
眉
、
土
管
に
し
て
一
一
町
歩

　
の
村
落
を
設
定
し
て
い
る
。

　
　
そ
の
内
訳
は
沼
方
は
高
「
○
○
石
、
反
別
に
し
て
八
町
歩
（
収
穫
米
…
○
○
石
）
、

　
う
ち
二
電
作
の
珊
が
四
町
渉
（
駁
穫
麦
八
○
石
）
で
、
石
盛
は
上
一
五
、
中
…
三
、

下
一
一
で
平
均
石
盛
は
一
三
で
あ
り
、
嬢
方
は
嵩
三
〇
石
、
反
鴉
に
し
て
三
町
歩

（
う
ち
屋
敷
二
反
歩
）
で
麦
五
六
石
、
大
豆
二
五
石
二
二
の
収
穫
が
あ
り
、
石
盛

は
上
「
二
、
申
一
〇
、
下
八
で
平
均
石
盛
は
｝
○
と
し
て
い
る
。
こ
の
村
落
に
は

男
女
お
の
お
の
四
〇
人
（
う
ち
「
○
分
の
一
の
勇
八
人
は
、
綴
人
足
・
商
人
）
が

住
ん
で
お
り
、
そ
の
家
数
は
二
〇
軒
で
、
牛
は
六
頭
と
し
て
い
る
。
一
戸
平
均
の

石
高
は
二
〇
軒
で
六
石
五
斗
、
農
家
を
｝
八
軒
（
…
○
分
の
一
麗
二
戸
を
商
人
と

す
れ
ば
）
と
す
れ
ば
七
二
二
斗
余
り
で
あ
り
、
牛
は
三
軒
に
一
頭
の
立
合
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
饗
し
て
関
東
方
は
濁
当
屋
敷
高
二
〇
〇
雇
七
斗
、
反
別
に
し
て
ニ
ニ
町

五
反
八
畝
二
五
歩
の
村
藩
を
考
え
て
い
る
。

　
そ
の
内
訳
は
田
方
は
高
一
〇
〇
石
余
り
、
反
別
に
し
て
一
〇
町
歩
（
米
の
収
穫

七
〇
石
）
、
石
盛
は
上
一
二
、
中
「
○
、
下
八
で
平
均
一
〇
で
あ
り
、
野
方
は
田

方
と
問
じ
く
一
〇
〇
石
余
り
、
反
鋼
に
し
て
一
二
町
五
反
八
三
二
胤
歩
（
う
ち
麗

土
工
反
歩
）
で
、
麦
一
八
八
石
六
㎝
○
、
大
豆
八
八
春
闘
一
〇
の
収
穫
が
あ
り
、

そ
の
石
盛
は
上
一
〇
、
中
八
、
下
六
で
平
均
八
と
し
て
い
る
。
こ
の
村
に
は
男
女

お
の
お
の
六
〇
人
（
う
ち
男
女
お
の
お
の
六
人
、
計
一
二
人
が
職
人
、
商
人
）
が

住
み
、
そ
の
家
数
は
二
四
軒
で
、
馬
は
六
頭
と
し
て
い
る
。
｝
戸
平
均
の
石
高
は

一…

l
蔚
で
八
石
三
斗
余
り
、
農
家
を
ニ
ニ
蔚
（
一
〇
分
の
一
の
二
戸
は
商
人
・
職

人
と
す
）
と
す
れ
ば
九
石
一
斗
余
り
で
あ
り
、
馬
は
四
蒋
に
一
頭
の
開
合
に
し
て

い
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
村
樋
で
、
豊
年
と
三
九
％
の
損
毛
が
隔
年
に
あ
る
山
岨
を
ま
ず

設
定
し
て
い
る
。

　
上
方
筋
で
は
豊
年
の
場
禽
、
田
方
は
幽
…
石
六
三
七
の
余
剃
が
出
来
る
の
に
対

し
て
、
畑
方
は
二
七
籍
一
工
九
八
の
不
足
が
生
じ
、
差
引
一
四
贋
二
　
二
九
の
余
業
が

あ
る
。
し
か
し
露
九
％
の
鼠
毛
の
と
き
は
田
畑
差
引
三
六
石
閥
六
一
の
赤
字
が
で

き
る
。
か
く
て
　
年
お
き
に
ニ
ニ
灘
二
二
二
の
不
足
が
生
ず
る
。
農
家
　
八
軒
と

し
て
一
叢
当
た
り
一
茄
二
三
五
、
こ
れ
を
…
年
分
に
な
お
す
と
、
約
○
眉
六
　
八

砂
不
足
と
な
る
。
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こ
れ
に
対
し
て
関
｛
果
轟
力
は
、
曲
豊
年
の
と
き
は
顕
嫡
…
差
引
永
六
欝
ハ
四
二
文
（
ψ
木
六

　
石
〇
四
二
）
の
余
剰
が
残
る
が
、
三
九
％
の
二
毛
の
と
き
は
差
引
赤
字
永
六
一
貫

　
四
二
八
文
（
米
六
一
石
心
二
八
）
が
で
ぎ
、
＝
ヰ
お
き
に
永
五
五
貫
三
六
八
文
（
米

　
五
五
石
三
六
八
）
の
不
足
が
生
ず
る
。
農
家
を
重
工
軒
と
す
れ
ば
、
…
軒
当
た
り

約
二
石
五
～
七
、
一
年
分
に
な
お
す
と
約
一
石
二
五
九
の
不
足
と
な
る
。

　
　
つ
ぎ
に
豊
年
と
二
九
％
の
損
毛
が
隔
年
に
あ
る
場
合
を
み
る
と
、
上
方
筋
で
は

　
盤
年
の
と
き
は
一
四
石
二
三
九
の
余
剰
が
、
凶
年
に
は
一
　
一
二
石
四
六
一
の
不
足
が

　
生
じ
、
隔
年
に
九
石
二
二
二
の
不
足
を
つ
げ
る
。
農
家
を
｝
八
軒
と
し
て
｝
曹
当

　
た
り
約
○
石
五
一
二
、
｝
年
分
に
す
る
と
○
石
二
五
六
の
赤
島
で
あ
る
。

　
　
こ
れ
に
対
し
て
関
東
方
は
、
豊
年
に
は
永
六
貫
四
二
文
の
余
煙
が
生
ず
る
が
、

　
凶
年
に
は
永
四
閣
貫
｝
二
八
文
の
赤
字
が
で
き
、
隔
年
に
な
る
と
永
三
八
貫
八
六

　
文
の
不
足
が
生
ず
る
。
晶
肘
と
問
じ
く
農
家
を
二
一
…
軒
と
す
れ
ば
、
赤
字
は
一
晦
当

　
た
り
永
一
貫
七
三
一
文
（
米
一
石
七
三
〇
）
、
こ
れ
を
…
三
分
に
な
お
す
と
永
八

　
六
五
文
（
米
○
石
八
六
五
）
で
あ
る
。

　
　
こ
の
モ
デ
ル
計
算
を
つ
く
っ
た
郡
代
・
代
官
ら
は
、
後
砦
の
場
合
な
ら
ば
再
生

　
産
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
、
破
免
率
を
三
〇
％
以
上
と
上
申
し
て
い
る
。
な
お

　
租
率
は
、
上
方
筋
は
田
畑
と
も
有
米
の
五
〇
蛎
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
関
東
方
は

　
田
は
五
〇
％
、
畑
は
二
〇
％
で
あ
る
（
拙
稿
「
享
保
改
革
期
の
定
免
破
免
率
を
め

　
ぐ
っ
て
」
『
九
十
九
里
史
学
』
三
号
発
案
予
定
）
。

㊧
　
『
牧
民
金
鑑
』
下
巻
五
一
工
～
四
頁
。
『
徳
川
禁
令
考
』
前
集
第
四
、
二
一
五
五

　
号
。
　
『
刑
銭
須
知
』
三
二
八
号
。

⑳
『
牧
疑
金
玉
』
上
巻
五
【
～
三
頁
。

⑳
　
註
㊧
に
問
じ
。
な
お
、
こ
の
こ
ろ
の
破
免
率
三
〇
％
と
い
う
の
は
、
享
保
一
五

　
年
の
と
き
の
よ
う
に
か
高
で
も
取
米
で
も
反
別
で
も
よ
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、

　
取
米
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
八
年
の
モ
デ
ル
計
算
や
、
つ
ぎ
の
「
定
免
破
免

　
分
合
之
事
」
（
『
地
方
信
要
秘
鑑
』
　
菅
写
）
が
、
破
免
は
取
米
の
　
ご
○
％
以
上
の
椙
〉
ハ

　
毛
に
よ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
　
破
免
之
分
合
之
儀
（
略
）
取
米
ユ
而
分
食
出
分
以
下
晶
候
蒲
も
、
晶
質
ハ
町
歩
に

　
　
て
割
、
謡
講
以
上
一
一
当
リ
候
へ
門
破
器
差
面
積
、
帳
薦
論
難
、
差
繊
候
も
有
之

　
　
候
問
、
致
吟
味
、
取
米
二
爾
無
二
候
爺
ハ
、
破
免
・
ス
申
付
間
敷
候

鰺
　
『
禽
龍
累
年
録
』
後
集
第
三
。

⑳
　
『
地
方
儒
要
孟
子
』
｝
三
号
。

⑳
　
　
『
格
致
累
年
録
』
後
身
第
二
。
根
取
米
よ
り
過
剰
な
分
は
蓑
毛
と
称
し
て
捨
毛

　
に
す
る
。
免
が
一
定
し
た
社
頭
検
見
で
あ
る
（
『
一
話
一
塁
』
上
巻
九
三
四
頁
）
。

　
　
あ
ゆ
や

　
掘
制
県
治
要
騒
も
畝
引
検
見
の
説
明
に
門
又
根
取
検
見
と
・
、
云
ふ
、
根
取
と

　
は
田
方
の
上
中
下
の
蝶
位
に
従
ひ
、
壱
反
歩
に
対
す
る
収
穫
釈
の
定
率
を
置
き
、

　
五
公
践
民
の
法
を
以
て
地
租
を
徴
収
す
る
を
云
ふ
…
…
」
　
（
二
二
四
頁
）
と
述
べ

　
て
い
る
。
　
な
お
、
　
次
簸
で
述
べ
る
よ
・
り
に
、
　
享
保
期
の
定
免
法
は
、
　
有
毛
樵
俄
日
興
収

　
に
二
つ
く
も
の
で
は
な
い
。

⑳
　
『
刑
銭
須
知
』
三
三
〇
暑
。
『
牧
罠
金
鑑
』
上
巻
三
八
五
頁
。

⑫
　
鴨
格
致
累
年
録
』
後
集
第
二
。

⑳
　
　
『
刑
銭
須
知
』
三
工
号
ゆ
　
『
徳
川
禁
令
考
』
前
集
第
四
、
二
　
五
九
号
。

⑭
　
山
崎
隆
三
氏
「
江
戸
後
期
に
お
け
る
農
村
経
済
の
発
展
と
農
罠
層
分
解
」
　
（
岩

　
波
講
座
『
日
本
歴
史
』
近
世
4
・
三
廻
四
頁
）
。

四
　
有
毛
検
見
取
法
お
よ
び
そ
れ
に
基
づ
く

定
免
法
の
施
行

有
毛
検
見
取
法
は
色
取
検
見
と
も
よ
ば
れ
、
田
畑
の
上
。
中
・
下

な
ど
の
位
と
そ
れ
に
対
応
す
る
石
盛
・
当
り
合
を
廃
し
、
実
際
の
収

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

穫
高
に
よ
っ
て
年
貢
を
決
定
す
る
方
法
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、

ま
ず
内
見
斤
付
帳
に
よ
っ
て
、
例
え
ば
一
反
に
一
五
斤
吹
き
の
畑
一
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町
歩
、
一
〇
斤
吹
き
の
畑
二
町
歩
、
五
斤
吹
き
の
畑
三
町
歩
と
い
う

よ
う
に
反
別
を
よ
せ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
斤
数
に
そ
の
反
別
を
乗
じ
、
そ

れ
ら
を
合
計
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
籾
に
換
算
す
る
。
つ
ぎ
に
三
か
所

（一

ﾜ
・
　
○
．
五
斤
吹
き
の
）
で
坪
刈
り
し
て
平
均
改
新
玉
を
算
出
し
、

こ
れ
を
籾
に
換
算
し
、
そ
れ
に
全
反
別
を
乗
じ
て
刈
繊
し
直
写
を
掲

す
。
最
後
に
両
者
を
合
計
し
、
こ
れ
に
五
合
摺
り
五
公
五
民
と
い
う
、

摺
と
租
率
を
乗
じ
て
年
貢
を
決
定
す
る
方
法
で
あ
る
（
算
出
方
法
は
、

の
ち
に
実
例
を
あ
げ
て
詳
述
す
る
）
。

　
そ
の
幕
領
に
お
け
る
施
行
は
、
　
『
灘
㈱
公
用
男
芸
』
に
「
検
見
之
儀
、

往
古
者
導
引
二
葡
、
田
畑
之
位
付
を
元
二
立
、
吟
味
致
候
処
、
享
保

六
丑
年
見
取
に
可
仕
紅
中
卓
越
候
、
已
来
有
毛
取
と
唱
へ
、
田
畑
之

位
二
不
拘
、
其
年
之
有
毛
を
以
、
吟
味
仕
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
享

保
六
年
に
は
じ
ま
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
「
見
取
扁
薩
「
有
毛
取
」
は
、
享
保
期
に
全
面
的
に

実
施
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
一
国
一
郡
に
「
響
候
程
」
の
過
分
の
鼻

毛
が
あ
っ
て
、
一
村
の
者
が
残
ら
ず
三
倍
を
願
い
出
た
場
合
、
あ
る

い
は
定
免
を
行
な
い
が
た
い
場
合
に
か
ぎ
っ
て
行
な
わ
れ
た
。

　
そ
れ
は
享
保
七
年
七
月
勝
手
掛
老
中
水
野
忠
之
の
下
し
た
定
免
法

施
行
令
に
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
は
過
分
の
損
毛
が

あ
っ
て
、
全
村
の
颪
姓
が
残
ら
ず
願
い
出
た
と
き
は
、
，
破
免
し
て

　
　
　
　
　
　
　
，
・
・
・
・
…
　
。
。
　
　
　
　
　
②

　
「
定
免
二
不
測
、
祷
毛
之
通
号
取
零
見
取
ユ
可
申
付
候
」
と
達
し
て

い
る
。
ま
た
、
辻
六
郎
左
衛
門
ら
が
定
免
に
関
す
る
種
々
の
見
解
を

の
べ
て
い
る
な
か
に
、
「
見
取
」
障
有
毛
取
り
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
③

う
に
い
っ
て
い
る
。

　
　
一
見
取
ハ
不
作
之
年
・
　
相
応
御
ケ
条

　
　
　
是
ハ
定
免
難
成
村
肝
者
見
取
晶
仕

　
こ
の
よ
う
に
定
免
を
実
施
で
き
な
い
場
合
に
か
ぎ
っ
て
、
定
免
法

を
う
ら
う
ち
す
る
も
の
と
し
て
、
い
わ
ば
特
殊
な
場
合
に
施
行
さ
れ

た
「
見
取
」
巨
有
毛
検
見
取
法
が
、
従
来
の
根
岸
（
聖
王
）
仕
法
に
か

わ
っ
て
、
つ
ぎ
の
代
官
の
支
配
所
で
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

は
寛
保
三
年
置
一
七
四
空
）
か
ら
で
あ
る
。
延
享
二
年
（
～
七
四
五
）

七
月
菅
沼
久
次
部
・
遠
藤
又
三
郎
・
田
中
八
兵
衛
・
山
本
平
八
郎
・

幸
田
善
大
夫
・
斎
藤
喜
六
郎
・
上
坂
安
左
衛
門
・
柴
村
藤
右
衛
門
ら

’
は
、
勘
定
所
の
調
査
に
こ
た
え
て
、
支
配
代
官
所
で
は
写
方
に
対
す

る
有
毛
検
見
取
法
を
、
寛
保
三
年
か
ら
施
行
し
て
い
る
と
報
告
し
て

い
る
。

　
御
代
官
所
村
々
旗
雲
、
古
来
よ
り
用
来
候
反
取
手
ク
、
鞭
毛
画
引
写
方
ユ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
寛
保
三
年
）

　
難
相
用
候
二
付
、
去
々
亥
年
よ
り
吾
等
反
取
畝
聖
者
不
相
用
、
当
毛
製
出
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来
形
・
二
麗
し
、
御
取
筒
附
仕
饒
二
二
、
上
田
一
位
之
内
・
τ
り
段
々
有
之

　
し
か
し
、
こ
こ
で
も
ま
だ
有
毛
検
見
取
法
が
、
総
領
全
般
に
施
行

さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
徐
な
に
行
な
わ
れ
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
有
毛
検
見
取
法
が
畿
内
・
中
国
筋
で
施
行
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
延
享
元
年
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
以
後
幕
府
は

同
工
知
容
忍
卸
一
茜
八
）
と
し
き
り
に
有
毛
検
見
取
法
の

励
行
を
代
官
に
令
達
し
て
い
る
。
か
く
て
こ
れ
が
全
国
的
に
施
行
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
寛
延
二
年
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
有
毛
検
見
取
法
施
行
の
ね
ら
い
は
、
と
く
に
畿
内
・
中
国
筋

に
お
け
る
商
吊
生
産
の
発
展
成
果
の
吸
収
に
あ
る
の
で
、
以
下
畿
内

の
綿
作
と
有
毛
検
見
取
法
と
の
関
連
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
述
べ
よ
う
。

　
延
享
元
年
勘
定
．
奉
行
神
尾
若
狭
守
慮
ら
が
「
上
方
筋
御
代
官
御
取

箇
筋
瀬
断
」
の
廉
で
、
畿
内
・
中
国
筋
を
巡
見
・
督
励
し
て
、
い
わ

ゆ
る
「
前
代
未
聞
御
高
免
」
と
い
わ
れ
る
有
毛
検
見
取
法
に
よ
る
増

　
　
　
　
　
⑨

徴
を
行
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
一
般
に
租
率
は
上
昇
し
た
が
（
第

4
表
）
、
そ
れ
は
主
と
し
て
畿
内
・
中
国
筋
に
お
け
る
生
産
力
の
発
展

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

成
果
の
吸
収
に
基
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
例
え
ば
河
内
の
菱
屋
新
田
（
渋
珊
郡
菱
腿
西
新
田
、
遡
江
郡
菱
屋
東
．
中
新

田
か
ら
な
る
。
布
施
市
）
は
、
田
畑
の
九
〇
％
が
綿
作
地
一
綿
作
は
畑

第6表　菱屋三新震の作付率　（延享元年）

合　　計

曝r反蓑玖歩　　　　　％

6．8．0．01　（88．43）

　8．8．23　（11．57＞

　　2．9．14　〈e．41）

69．5．3．28　〈9S．6g）

　　7．9．00　（e．99）

菱農費新；・「il菱屋東．獅照　1 菱歴中新田
町反畝歩　　　％
6．8．0．01　（8S．43）

8．＆23　（11．57）
田

稲
綿

　2．9．14

5．3．4．08．

　2’O．OO

（4．97）

（91．　6e）

（3．43）

％
℃
鋤

潟
謹

98

ｿ
く

歩
2
7
G
o

献
7
，
a

反
6
。
翫

町
獄

町反畝歩　　％
2e．5．1．23　（10e）畑

稲

締

i雑毛

　7。0伽9．15　　（9りG8）

？0脚4●2。2王　（90・03）

　　　7．0．00　（G．89）

隅議獅㍉　．　一『一｝一．一一一一一一一・ @　　　　　二｝…㎜…而㎜　　　　「

　　　　　　　　　　　　　　　　　7．0．9．15　〈52．47）

43．6．7．27　（9g．87）　i　6．2．3．01　（46．05）

　　5．0．Oe　（1．13）　1　2．0．00　（1．48）

20．5．1．23　（leO）

臥
篭

r公∫冒童童願i璽留諺　による。

素
力
の
九
八
・
七
％
に
対

し
て
、
田
方
の
が
一
・

三
％
と
、
ほ
と
ん
ど
畑

方
綿
作
で
あ
る
ー
ー
で

（
第
6
表
）
、
綿
作
が
毒

忌
作
物
と
し
て
重
要
な

地
位
を
し
め
て
い
た
。

し
か
も
年
貢
負
担
は
軽

か
っ
た
。
し
か
る
に
延

享
期
を
機
と
し
て
年
貢

負
担
は
激
増
し
（
第
7

表
）
、
本
村
と
何
ら
異

ら
な
く
な
っ
た
。
こ
れ

は
ほ
と
ん
ど
畑
方
綿
作

か
ら
の
増
徴
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。
第
8
表
は

延
享
元
年
か
ら
一
三
年

後
の
宝
暦
七
年
度
の
菱

屋
一
二
新
田
と
そ
の
周
辺
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の
本
村
お
よ
び
新
田
の
租
率
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
新
田
の
租

率
が
本
村
と
異
ら
な
く
な
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
な
か
に
は
本
村
よ

り
も
租
率
が
高
い
新
田
も
あ
る
こ
と
、
菱
屋
一
二
新
田
の
西
之
が
特
殊

で
は
な
く
、
一
般
化
さ
れ
う
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

こ
れ
ら
に
よ
っ
て
延
享
元
年
の
神
意
若
狭
守
の
実
施
に
は
じ
ま
る

　
河
内
だ
け
で
は
な
く
、
摂
津
の
綿
作
農
村
、
例
え
ば
住
吉
郡
杉
本

村
、
杉
本
新
賑
（
大
阪
市
）
に
お
い
て
も
、
延
享
元
年
以
降
年
貢
率
は

増
加
し
て
い
る
（
第
9
表
）
。

第7表　菱屋三新霞の程率変遷

年代陣・隔・1中細i年代1西綱東圃櫟’i

宝永5
　　6
　　7
正徳i
　　2
　　3
　　4
　　5
平均
享保1
　　2
　　3
　　4
　　5
　　6
　　7
　　8
　　9
　10
平均
　11
　12
　13
　14
　15
　16
　17
　18
　19
　2e
平均
元文i
　　2
　　3
　　4
　　5
寛保1
　　2
　　3
延享1
　　2
平均

3
4
百
1
2
3
一
へ
2

　
　
延

　
　
寛
　
宝

　％
7．oe

le．oo

13．oe

15．00

16．00

17．22

14．00

1s．eo

13．78

19．00

19．72
24．65
26．oe

31．62

18．90

20．00

21．40

25．00

25．00

23．13
2s．　oe

22．77

17．64

2s．oe

28．00

23．93
28．50
14．96
9．74

19．e4
21．18

7．96

28．50

20．7e
29．00

16．53
27．　34

27．50
28．　50

44．63

32．12
27．g7

38．04
36．　17

3S．43
43．　33

43．89
43．09
43．　40

　era
6．eo

8．00

9．00

王L50
10．50

12．23
9．00

18．00

1e．53

18．60

19．28

22．eo

24．00

33．16

19．70

20．50
21．40

2s．eo
25．00
22．86

25．00

25．2e
18．12

28．00
17．19

23．88
28．5e
ll．74

12．37

21．7i

21．17

8．80
28．　50

25e　59

29．　50

14．56
22．00

22．55
2S．50
54．11

38．e8

26．85

39．86
36．　8e

38．　22

45．05
45．54
45．　96

46．　02

　9e
lg．oe

13．00

13．50

15．50　平
8．00

11．01

s．oe

30．oe
13．51　II

23．78
30．43
34．00

36．00

56．47

27．7e

28．50

29．40

33．00
8．81

30．　81

33．00
20．04
28．73
36．00

26．74
31．17
27．75

24．24
23．3S
32．76
28．43
9．　83

36．5e

31．l1

38．50
13．62
30．　00

32．20
36．　50

62．11

44．39
33．　IO

54．　16

41．87
44．　12

58．　66

55．　96

55ほ3
55．　13

　　　9S　1　cre
3　1　36．93　1　45．47

舗1：影ll：八
戸　　39．64　　43．17

　ffb
49．　70

48．　04

48．　97

rol．　17

6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
2
均

　
　
　
　
　
　
　
和

　
　
　
　
　
　
　
明
平

35．　84　1　40．　69

42．　28　1　49．　16

39．　35　1　48．　13

42．　34　1　48．　14

41．　35　1　47．　49

41．　76　［　46．　e8

42．　20　i　46．　49

41．　38　i　45．　72

36．35　1　43．74
30．　23　1　38．　18

39．　31　1　45．　3S

48．54i
45．40　i
ll：1郭

　　　　
絵19i
38．54i
　　　…44．33

　　3　1　34．　23　1　41．　02

　　4　1　35．　e2　1　41．　68

　　5　12＆36　12L　86
　　6　1　31．　54　1　20．　73

　　7　［　28．　26　1　4L　82

　　8　i　12．　88　1　18．　27

安永1　17．97　40．73
　　2　1　23．　21　140．　10

　　3　i　22．　48　i　39．　47

　　4　1　22．48　1　27．　10

平　　均　　25．64　　　33．28

40．　23

36．15
44．　79

44．　79

10．28
10．　69

44．　79

31．59

36．28
29．　98

32．　96

　　5　141．01　i　46．13
　　6　1　31．13　1　39．50

　　7　1　24．56　f　30．53

　　8　i　22．53　1　33．22

　　9　i　23．30　1　31．56

天明1　　20．74　　　32．80

　　2　1　9．27　l15．26
　　3　1　22．83　1　32．78

　　4　f　20．48　i　29．82

　　5　1　23．56　1　31．28
－Tlz　均　　23，94　　　32．28

45．99
42．61

1e．94

26．14
27．29

26．64
i8．7e

26．25
27．55

30．es

28．22
6 21．22 29．96 6．G7
7 28．87 婆0．7三 53．74
8 23．01 35．84 48．22

寛政1 27．71 37．01 28．47
2 28．21 35．85 30．97
3 27．75 39．15 41．03
4 41．63 45．15 49．94

5
6

40．64
Q8．88

41．86
P8．63

120．06　11。86

　　　　7∫拝均 28．88

Q9．68
41．59
R6．57

i35．1132．55

①三新田とも幕領で，享保5年までの高は西薪田112石927，東親1｝228

　石544，中新田149石970，享保6年以後は西新田215石083，東新購45

　6石002，中断田150石643である。

②租率は村高に対するもので，口米・三役などはふくめていない。

③「免定」・r参箇所公摺諸饒書』による。
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第8表　菱屋三新穣とその周
　　　　辺の新田および本村
　　　　の組率（宝謄7）

租　率

　　　ere
49．　16

53．　25

51．　29

5L　45

38．　52

20．　22

48．　90

48．23

42．28

45．　22

43．　22

64．　17

52．　74

47．26

46．　85

郡村名
若涯郡菱屋棄新由

ク菱屡中新田
　ク玉井南新田
　〃　　ヨ匿…封二iヒ新田

　ク山本新田
　ク一轍新田
　〃三島新田
　〃橋本新田
渋jli郡菱屋西漸田

〃吉松新田
　〃金岡新田
　〃三津村薪田
〃顕証寺新田

　〃安中新樹
　平　　 均

43．　44

49．　30

43．　e1

49．　96

54．　49

57．94

43．　50

45．　59

48．　63

48．IO

se．27

42．52

48．06

叢
話
二
村
二
村
村
贈
田
村
出
村

塵
払
無
二
綴
堂
沼
隈
米
無

上
小
御
近
長
友
下
話
長
横
帯
革

に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ

瀦
”
”
ク
ク
”
ク
腰
”
”
”
麟
平

若
　
　
　
　
　
　
　
　
渋
　
　
　
　
河

全体の平均1　47・41
「引込」・『新田一巻控』による。

有
毛
検
見
取
法
施
行
の
意
図
が
、
従
来
低
率
で
あ
っ
た
新
田
と
、
有

利
と
認
め
ら
れ
て
い
た
綿
作
に
対
す
る
賦
課
に
、
と
く
に
重
点
を
お

き
、
そ
の
発
展
成
果
を
吸
収
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
が

う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
田
方
綿
作
の
場
合
に
つ
い
て
み
る
と
、
幕
府
は
延
享
元
年
、

さ
き
に
み
た
享
保
二
〇
年
の
令
達
（
田
方
に
お
け
る
、
米
以
外
の
商
愚
作
物

は
、
縫
志
万
仁
君
な
み
に
、
｝
果
な
ど
の
雑
作
は
、
　
田
方
上
毛
の
半
毛
な
み
に
…
徴
蚊
す
る
）

を
生
か
し
て
、
田
方
木
綿
勝
手
作
仕
法
を
実
施
し
、
田
方
綿
作
は
た

ど
え
「
水
馬
・
皆
無
・
仕
付
荒
寺
内
見
帳
江
組
入
差
出
候
簡
も
」
、
百

姓
の
勝
手
作
り
で
あ
る
か
ら
と
い
う
理
由
を
か
か
げ
て
、
　
「
壱
ヶ
年

之
沙
汰
二
不
及
候
、
皆
毛
付
之
積
」
り
で
、
稲
作
の
上
女
毛
な
み
に

　
　
　
⑪

微
収
し
た
。
以
後
こ
の
仕
法
は
幕
末
に
い
た
る
ま
で
施
行
さ
れ
た
が
、

こ
こ
に
田
方
綿
作
は
、
不
作

の
時
は
そ
の
有
毛
に
応
じ
て

賦
課
さ
れ
る
稲
作
や
畑
野
綿

作
に
比
べ
て
、
極
め
て
不
利

な
条
件
を
与
え
ら
れ
、
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

を
機
と
し
て
衰
退
し
た
。

　
と
こ
ろ
で
田
方
綿
作
に
お

い
て
は
、
全
く
三
方
を
立
て
な
い
か
と
い
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
で

は
な
い
。
例
え
ば
稲
垣
藤
左
衛
門
支
配
下
の
泉
州
古
型
、
石
原
清
左

衛
門
支
配
下
の
触
手
三
聖
に
お
い
て
、
田
方
綿
作
の
嵐
来
が
悪
く
、

「
村
々
田
方
上
毛
並
」
に
微
収
で
き
な
い
年
は
、
勘
定
所
に
伺
い
を

立
て
、
　
「
巨
細
吟
味
仕
、
稲
作
上
毛
或
一
下
合
毛
二
引
戻
」
し
、
刈

出
籾
躍
層
を
加
え
な
い
で
取
箇
づ
け
を
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ

一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

は
極
め
て
ま
れ
な
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
つ
ぎ
に
考
方
綿
作
の
徴
租
法
が
、
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
を
み

よ
う
。
さ
き
に
元
文
三
年
畑
方
は
す
べ
て
検
晃
を
や
め
て
定
免
と
し

た
際
、
畿
内
・
中
国
筋
だ
け
は
検
見
取
り
と
さ
れ
た
が
、
こ
れ
が
い

ま
や
有
毛
検
見
取
法
に
転
換
し
、
綿
作
の
発
展
成
果
を
吸
収
す
る
こ

と
と
な
っ
た
。
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近世における徴租法の転換（森）

第9褒　杉本村，杉本斬田の租率

年代1田方i畑方1新年代1田方1畑方1新田
　　　ctto

75．　e1

26．63

15．　89

15．　77

　　！！

38．　98

33．　32

33．　48

33．　68

33．　67

31．　78

32．95

22．　oe

33．18

25．69

33．Ie

28．　29

21．　64

21．　66

20．99

32．84

％
器
器
難
欄
雛
器
麗
撒
器
撒
㎜
猟

　　　9fo

67．　97

襯
・
瀞
器
雛
霰
重
器
難
癖
器
皿

延：鶉

2
　
　
3
　
4寛延1

　　2
　　　3

宝tw　1

　　2
3
　
　
4

5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3

明和2

　　　9e

7．76

s．oe

6．oe

lo．eo

　　！！

13．eo

　　！1

15．57

16．57

ク
　
　
〃
　
　
ク
　
　
〃
　
　
〃
　
　
ク
　
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
ん
7

23．08

　　ク

　　　％

2g．eo

　　l！

26．00

〃
　
ク

20．7e

20．20

20．eg

22．09

23．6e

23．22

22．94

23．59

23．oe

23．21

23．60

　　！！

16．86

16．97

2e．98

21．e6

％
獺
翻
㎜
”
胤
”
籍
環
帯
謝
器
”
獺
難

宝永5

　　6

　　7
正徳1

　　2

　　5

享保1
12

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

元文1

　　　2

　　　3

　　　5

寛保2

　　　3

①村高は615石252，新田高は宝永5～享撮3年目9石876，享保4年に

　は15石626，享保6年以降20石279にして綿作農作（山崎隆三氏『依
　羅郷土史』52・66頁）。免は毛付免。

②杉本村「免状」による。

　
そ
の
仕
法
は
、
畑
方
綿
作
の
検
見
に
妾
り
、
ま
ず
百
姓
か
ら
畑
方

綿
作
反
翅
、
例
え
ば
三
六
町
五
反
歩
（
外
に
雑
毛
作
一
反
歩
）
の
一
筆
か

ぎ
り
の
内
見
斤
付
け
（
代
官
の
検
見
に
先
立
ち
、
村
役
人
・
地
主
ら
が
立
会
っ
て
、

あ
ら
か
じ
め
村
の
畑
一
筆
ご
と
の
綿
の
出
来
具
食
を
検
査
し
、
｝
反
で
は
何
斤
吹
き
と
、

斤
数
で
そ
れ
ぞ
れ
の
等
級
を
建
め
る
）
を
匹
田
い
た

綿
作
内
見
面
訴
帳
』
を
ま
ず
差
出
さ
す
。

　
　
　
　
　
⑭

例
を
示
す
と
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
篠
村

　
　
上
畑
壱
反
歩
　
　
拾
五
斤
（
一
三
）
　
孫
太
郎
㊥

　
　
　
　
　
（
刈
出
玉
ロ
一
四
五
）

　
五
拾
番

　
字
狐
地

中
畑
壱
反
歩

瀦膨

『
底
方
木

そ
の
記
載

購
講
羅
鱗
甥
）

　
百
四
十
六

（
刈
出
玉
陛
｝
こ
五
）

九
拾
八
番

字
さ
も
ん
と

下
畑
壱
反
歩

N　　　　七百
・1一

　二六十十k十十十五五拾

｛一
ﾒ

　　　　　　盆
　　　　　　e

五
三
（
護
）

彦
兵
衛
㊥

休
兵
衛
㊥
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「
上

　
中改

F
鴨

が
　
．
〆

善　　　七八
十慧　 三三十十

零十十十置八

（
測
出
玉
涯
一
〇
五
）

　
こ
の
意
味
は
一
番
か
ら
最
終
の
番
ま
で
の
畑
の
う
ち
、
右
の
三
か

所
を
え
ら
ん
で
坪
刈
り
を
し
た
こ
と
を
示
す
。
た
だ
し
、
畑
の
上
・

中
・
下
の
位
は
全
く
意
味
が
な
く
、
一
五
・
一
〇
・
五
二
吹
き
の
三

段
階
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
坪
刈
り
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
一
番
の
上
畑
一
反
歩
、
こ
の
内
見
一
五
斤
吹
き
の
と
こ
ろ
を

第10表　15か所め上新米・上新木綿相場

場　駈　名　！綿1斤1米1石…
匁

71．000

1．300

1．Iee

エ．300

1．　350

1．125

1．050

1．180

0．　960

1．　400

1．280

1．　20e

　　l一

70．　oeo

6s．　eoo

66．　000

65．　eBB

68．　800

66．　500

70．　800

6s．　eoo

74．　000

64．　000

70．000

6s．　oeo

74．　000

64．　000

70．000

6s．　oeo

63．5gO

67．6ee

匁

1．320

e．　soo

e．　goo

京　都　町　方
大　坂　上　郷
河内着涯郡醐郷村

ク茨田郵守口宿

〃　〃　枚方宿

〃安宿郡圏分村
　　渋川郡久宝寺村

ク石川郡富山林村

ク渋辮郡植松村
摂津島上郡富田村
〃西成那天ヨ三寺庄

〃　〃　上嬢島村

〃　〃　難波村
ク東成郡天王謹村

瀦泉泉郡下条大津村

平　均　根　場 1　L164331　67．3e7

①京都値駿は1斤＝300冒の代銀1匁8
　分で報告されるので，　これを1斤・

　220羅の値毅にまず換算する。すなわ

　ち，3G帽で22帽を割り，1斤3分6
　厘を算閏し，これで300目の代銀1匁

　8分を割れば，1斤論220目の代銀1
　匁320をうる。

②r地方信要秘鑑』33弩による。

坪
溺
り
す
る
と
、
改
出
玉
が
上
一
五
三
、
申
六
〇
、
下
三
〇
で
あ
っ

た
（
青
銚
、
腐
は
す
て
る
）
。
　
中
三
が
上
一
、
　
下
一
〇
が
上
一
に
換
鋒

　
　
　
　
⑮

さ
れ
る
の
で
、
こ
れ
ら
を
す
べ
て
上
玉
に
す
る
と
、
一
坪
の
刈
出
し

上
玉
は
一
七
六
と
な
る
。

　
内
見
斤
付
け
が
一
反
に
一
五
斤
吹
き
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
坪
の
玉

数
は
三
一
で
あ
る
。
そ
の
箪
出
方
法
は
二
二
〇
臼
（
平
野
目
一
斤
）
　
に
一

五
（
斤
）
を
乗
ず
れ
ば
三
三
〇
〇
倒
と
な
る
。
こ
れ
を
三
〇
〇
（
坪
）

で
割
れ
ば
一
坪
一
一
匁
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
を
玉
一
つ
の
掛
目
三

分
五
厘
で
割
る
と
、
一
坪
の
内
払
玉
三
一
を
う
る
。

　
さ
き
の
改
出
玉
一
七
六
か
ら
内
見
玉
三
一
を
引
け
ば
、
一
坪
の
刈

　
　
　
　
　
出
玉
は
一
四
五
と
な
る
。

　
つ
ぎ
に
同
じ
方
法
に
よ
っ
て
、
内
見
一
〇
斤
吹
き
の

中
畑
で
刈
繊
玉
一
二
五
を
、
内
見
窪
窪
吹
き
の
下
畑
で

刈
出
玉
一
〇
五
を
算
出
す
る
。

　
三
口
合
わ
せ
て
刈
上
玉
は
一
二
七
五
で
、
こ
れ
を
単
純

籔
術
平
均
す
る
と
刈
翠
玉
は
一
二
五
で
あ
り
、
さ
ら
に

こ
れ
を
釈
に
な
お
す
と
六
舎
八
勺
八
才
と
な
る
。

　
こ
の
玉
を
籾
に
換
算
す
る
の
は
、
大
坂
馬
方
年
番
代

官
が
原
剛
と
し
て
秋
分
か
ら
一
〇
工
員
（
八
月
二
八
旦
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に
お
け
る
、
つ
ぎ
の
一
五
か
所
の
上
新
米
・
上
新
木
綿
の
平
均
相
場

に
よ
っ
た
。
例
え
ば
寛
政
八
年
目
一
七
九
六
）
の
場
合
を
例
示
す
る

と
（
第
1
6
表
）
、
一
五
断
の
平
均
値
段
は
米
一
石
翁
六
七
匁
三
〇
七
、

綿
一
〇
〇
斤
聾
一
一
六
匁
四
三
三
と
な
る
。
こ
の
王
新
米
一
石
の
平

均
値
段
六
七
匁
三
〇
七
で
、
上
新
木
綿
一
〇
〇
斤
の
平
均
値
段
一
一

六
匁
四
三
三
を
割
る
と
、
木
綿
一
〇
〇
斤
の
替
り
米
は
一
石
七
二
九

八
八
と
な
る
。
こ
れ
を
五
合
摺
り
で
籾
に
す
る
と
三
石
四
五
九
七
六

と
な
る
。
こ
れ
か
ら
つ
ぎ
の
数
値
を
単
券
す
る
。
た
だ
し
そ
の
場
禽
、

一
反
一
〇
〇
斤
吹
き
、
一
斤
騨
二
二
〇
目
、
玉
一
つ
の
掛
厨
が
綿
実

箆11表　1反の同数に対応する坪当り

　　　　の籾羅・玉数および玉台に対

　　　　応ずる籾灘

1反卿坪・姻1坪・玉雛数1左・獺

倉勺才毛
O．O．5．5

e．1．1．e

e．1．zo

e．2．2．o

e．2．s．o

O．5．5．O

o．s．3．e

1．1．0．0

諭
冷
冷
⑩
冶
冶

β
5
β
沿
β
3

β
洛
，
3
2
　
。
4
4

1
　
1
　
1
　
2
　
2
　
2

3．3．e．0

3．9．1．0

4．5．7．e

5．1．7．e

5．5．0．0

と
も
に
三
分
五
厘
（
穀
は
除
く
）
の
定
法
に
よ
る
。

A
一
坪
に
つ
き
　
籾
一
升
一
合
五
勺
三
オ
　
（
綿
〔
○
○
斤
の
替
り
叡

　
三
謂
四
五
九
七
六
を
霊
○
○
（
坪
）
で
割
る
）

B
玉
一
つ
に
つ
き
籾
五
才
五
毛
〇
三
五
　

（
籾
　
升
一
食
五
勺
三
才
を

　
玉
二
〇
九
ツ
辛
で
割
る
）

C
糎
一
升
に
つ
き
　
玉
一
八
一
余
　
（
籾
…
升
を
五
才
野
毛
〇
三
五
で
割
る
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
あ
る
い
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
、
あ
ら
か
じ
め
数
値
を
算
出
し
て
お
く
。

⑥
玉
一
つ
に
つ
き
撫
五
才
五
悪
〇
四
　
（
｝
○
○
斤
⑳
替
り
米
三
石
四
五

　
九
七
六
を
、
一
〇
〇
斤
の
玉
目
六
二
八
五
七
で
割
る
）

　
　
　
⑧
一
坪
に
つ
き
籾
一
升
一
合
五
十
三
才
　
（
雲
っ
の
当
り

　
　
　
　
釈
五
才
践
毛
〇
四
に
　
坪
の
蚕
数
二
〇
九
ツ
畢
を
掛
け
る
）

1
2
3
4
5
1
0
1
5
2
0
2
5
3
0
3
5
4
0
4
5
5
0
6
0
7
1
8
3
9
4

1eo

　　ツ分
　　2．1

　　4．　2

　　6．　3

　　8．　4

1e．　5

21

3王

42

52．

63

73

84

94

105

王15

126

134

147

209．　5

升合二才
O．　O．　1．2

e．　o．2．3

0．　e．　3．s

e．　e．　4．6

0．O．5．8

0．1．1．6

0．L7ユ

O．2．3．1

e．2．8．6

0．3．4．7

e．4．o．2

．O．4．6．2

e．　5．　1．　7

0．　5．Z7

0．6．3．3

0．6．9．3

0．7．3．7

0．8．0．9

1．1．5．3

斤
1
2
3
4
5
1
0
焉
2
0
％
3
0
％
4
0
妬
5
0
酪
6
e
6
5
7
0
0
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

雷地方信要田鑑』33号による。

◎
内
見
斤
当
り
籾
　
　
（
玉
一
つ
の
叡
を
内
見
一
斤
の
玉
数
ニ
ッ
一
分
に

　
乗
じ
て
算
出
す
る
）

　
右
の
う
ち
β
あ
る
い
は
③
の
一
坪
に
つ
き
玉
澤
二
、
〇
九
ヅ

半
と
い
う
の
は
、
一
反
に
つ
き
一
〇
〇
斤
吹
き
の
つ
も
り
で
、

こ
れ
を
三
〇
〇
（
坪
）
で
割
っ
て
え
た
○
・
三
三
三
三
に
一

斤
鰭
二
二
〇
擦
を
か
け
て
七
三
・
三
二
六
匁
を
算
出
し
、
こ

れ
を
玉
一
つ
の
掛
属
三
分
五
厘
で
割
っ
て
二
〇
九
・
五
を
う

る
。
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か
く
て
代
官
所
は
一
反
に
つ
き
、
例
え
ば
一
斤
か
ら
一
〇
〇
斤
吹

き
ま
で
の
、
一
反
の
吹
き
に
対
す
る
一
坪
の
籾
、
玉
織
を
、
ま
た
玉

一
か
ぢ
一
〇
〇
ま
で
に
対
す
る
籾
量
を
あ
ら
か
じ
め
箕
幽
し
て
手
帳

に
記
入
し
て
お
く
。
例
え
ば
第
1
1
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
か
く
て
三

六
町
五
反
歩
の
綿
作
（
外
に
雑
毛
作
二
反
歩
）
内
見
斤
付
け
に
対
し
て
、

刈
出
し
を
行
な
っ
た
う
え
、
年
貢
を
騨
出
す
る
。

　
ま
ず
、
さ
き
に
み
た
『
内
見
斤
付
帳
』
の
奥
寄
せ
お
よ
び
毛
揃
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

を
示
せ
ば
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
高
弐
百
捨
九
君
門
斗

　
上
畑
拾
四
町
六
反
六
畝
歩
　
　
　
　
　
　
　
石
盛
一
石
五
感
激

　
　
　
　
内

　
　
一
二
反
四
畝
歩

　
　
九
町
四
反
歩

　
　
四
【
町
八
反
六
畝
出
少

　
　
六
畝
歩

醐
蒼
五
拾
九
石
雀
斗
弐
升

中
畑
拾
弐
町
弐
反
四
畝
歩

　
　
　
内

　
　
五
反
田
漱
歩

　
　
二
町
弐
反
五
畝
歩

木
綿
拾
五
斤
吹

雪
　
　
拾
斤
吹

同
　
　
五
斤
霊

亀
ヒ
　
　
　
　
“
，
恥
　
　
　
　
霞
「

菊
　
　
著
　
　
r

石
盛
　
石
鹸
斗
代

木
綿
拾
五
斤
吹

同
　
　
捻
斤
吹

　
　
九
町
四
反
三
高
歩

　
　
四
聖
歩

二
百
石
山
斗
三
升

下
畑
九
町
壱
反
三
玉
歩

　
　
　
内

　
　
六
反
四
畝
歩

　
　
三
町
三
反
五
道
歩

　
　
五
野
津
畝
歩

　
　
壱
反
歩

脚
薗
謀
ハ
萩
一
瓢
升

下
々
畑
六
反
七
丸
臥
歩

　
　
　
毛
揃

　
　
壱
町
五
反
歩

　
此
綿
弐
百
弐
拾
五
斤

拾
五
町
歩

　
一
二
千
五
百
斤

弐
拾
町
歩

　
此
綿
千
斤

　
外

弐
反
歩

A
q
反
別
一
二
六
町
．
五
反
止
少

同
　
　
五
斤
吹

雑
　
事
　
作

石
盛
沈
石
壱
斗
代

木
綿
拾
五
斤
吹

玉
　
　
拾
斤
量

同
　
　
五
斤
吹

食
ヒ
　
　
　
　
↓
．
卜
　
　
　
　
霞
「

荊
　
　
著
　
　
〃
f

轡
石
盛
九
同
調

　
木
紬
五
斤
吹

木
綿
拾
五
斤
吹

木
綿
拾
斤
吹

木
綿
五
三
吹

雑
　
事
　
作

28　（28＞



近世に｝kSける微租法の転換（森）

　
　
　
綿
〆
弐
千
七
百
弐
拾
五
斤

　
こ
の
内
見
付
出
し
の
合
計
斤
数
二
七
二
五
斤
を
ま
ず
叡
に
換
算
す

る
。
す
な
わ
ち
一
〇
〇
斤
窺
籾
三
石
四
五
九
七
六
に
二
七
・
二
五
（
二

七
二
五
斤
を
　
○
○
で
駈
る
）
を
乗
じ
、
籾
九
四
石
弓
七
八
四
六
を
算
出

す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
F

　
つ
ぎ
に
刈
脂
籾
高
を
箆
出
す
る
。
さ
き
に
算
出
し
た
一
坪
の
刈
出

平
均
玉
一
二
五
を
籾
に
換
算
す
る
と
六
合
八
勺
八
才
で
あ
っ
た
。
し

た
が
っ
て
三
六
町
五
反
歩
の
刈
出
陣
は
、
七
五
三
石
　
二
六
〇
と
な
る

（
級
○
石
O
O
六
八
八
に
三
〇
〇
〈
坪
〉
を
乗
じ
、
さ
ら
に
そ
れ
に
三
六
五

く
反
V
を
か
け
る
）
。

　
こ
の
刈
出
汁
と
さ
き
の
内
見
付
出
し
籾
九
四
無
二
七
八
四
六
を
合

計
す
れ
ば
八
四
七
石
芋
三
八
四
六
と
な
る
。
五
合
摺
り
五
公
五
民
の

取
り
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
綿
の
年
貢
米
は
、
そ
の
四
分
の
一
に
あ
た

る
二
一
一
石
九
〇
九
六
一
五
と
な
る
。
こ
れ
に
定
取
り
の
雑
事
作
の

年
残
響
を
加
給
す
る
と
、
妾
年
の
二
方
年
貢
米
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
代
官
所
に
よ
っ
て
、
算
出
方
法
に
若
干
の
相
違
が
あ
っ

た
。
例
え
ば
大
津
代
官
石
原
清
左
衛
門
の
と
こ
ろ
で
は
、
つ
ぎ
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

う
な
方
法
で
年
貢
を
算
出
し
て
い
る
。

　
坪
刈
り
を
や
は
り
三
か
所
で
行
な
い
、
そ
の
結
果
一
坪
に
つ
き
、
上

玉
に
す
べ
て
換
算
し
て
そ
れ
ぞ
れ
六
五
、
七
〇
、
八
五
と
訟
つ
た
と

す
る
。
三
坪
の
玉
数
を
合
計
す
れ
ば
二
二
〇
で
あ
る
。
こ
の
こ
二
〇

に
一
反
蜷
三
〇
〇
歩
の
三
〇
〇
を
乗
ず
れ
ば
、
玉
数
は
六
万
六
〇
〇

〇
と
な
り
、
こ
れ
を
玉
一
つ
の
綿
目
三
分
五
厘
に
乗
ず
れ
ば
二
三
貫

一
〇
〇
目
と
な
る
。
こ
れ
を
一
斤
難
二
二
〇
冒
で
割
れ
ば
一
〇
五
斤

と
い
う
数
値
を
う
る
。

　
そ
の
村
の
そ
の
年
の
綿
の
作
付
反
溺
が
一
五
町
五
反
五
畝
歩
で
、

百
姓
が
一
反
の
内
見
斤
付
け
を
三
・
五
・
八
斤
吹
き
の
三
段
階
に
つ

け
出
し
、
一
五
町
五
反
五
分
歩
の
内
見
斤
高
の
合
計
が
八
三
三
斤
五

分
で
あ
っ
た
と
す
る
。

　
内
見
斤
付
け
三
・
五
・
八
斤
吹
き
の
三
口
の
合
計
は
一
六
斤
で
あ

り
、
こ
れ
を
さ
き
の
一
二
口
の
刈
出
し
合
計
一
〇
五
星
か
ら
引
く
と
八

九
斤
と
な
る
。
こ
れ
を
三
で
割
る
と
、
一
反
の
平
均
刈
出
号
数
は
二

九
斤
七
分
（
実
数
は
二
九
斤
六
六
六
と
な
る
が
四
拾
五
入
）
と
な
る
。

　
こ
の
二
九
斤
七
分
野
作
付
反
別
一
五
町
五
反
五
国
歩
を
乗
ず
れ
ば
、

刈
出
し
増
綿
四
六
一
八
斤
四
分
（
実
数
は
西
六
一
八
斤
三
五
な
る
も
四
捨
五
入
）

を
う
る
。
こ
れ
を
さ
き
の
内
見
綿
八
一
一
一
三
斤
五
分
に
加
治
す
る
と
、

合
計
五
四
五
一
斤
九
分
で
あ
る
。

　
こ
の
五
四
五
一
斤
九
分
を
、
さ
き
に
み
た
よ
う
に
そ
の
年
に
公
定
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ざ
れ
た
線
一
σ
σ
斤
の
替
り
米
、
例
え
ば
三
石
四
五
九
七
六
に
乗
ず

れ
ば
、
こ
の
籾
一
八
八
石
六
二
二
六
五
五
四
を
う
る
。
五
合
摺
り
五

分
五
分
の
取
り
で
あ
る
か
ら
、
年
貢
米
は
こ
の
四
分
目
一
の
四
七
石

一
五
五
六
六
で
あ
る
。

　
以
上
の
畑
方
書
作
に
対
す
る
有
毛
検
見
取
仕
法
に
よ
っ
て
、
つ
ぎ

の
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

①
誘
引
検
見
取
法
に
お
い
て
み
ら
れ
た
肥
料
代
の
控
除
が
、
こ
こ
で

は
な
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
幕
府
が
脆
弱
、
不
安
定
な
「
小
農
」

経
営
の
安
定
的
維
持
を
は
か
る
一
方
、
か
れ
ら
の
全
剰
余
労
働
を
搾

取
し
え
た
段
階
に
お
い
て
は
、
肥
料
代
の
控
除
が
必
要
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
今
や
肥
料
代
を
控
除
し
な
く
な
っ
た
。
こ
こ
に
生
産
力
の

め
ざ
ま
し
い
発
展
に
と
も
な
っ
て
、
地
代
形
態
だ
け
で
は
か
れ
ら
の

全
剰
余
労
働
を
搾
取
し
え
な
く
な
り
、
そ
れ
の
吸
収
に
苦
慮
す
る
幕

府
の
姿
が
浮
彫
り
さ
れ
て
い
る
。

②
有
毛
検
見
取
法
は
、
有
合
毛
を
検
出
し
、
十
分
に
里
子
や
野
方
を

立
て
て
、
そ
の
残
り
を
五
公
五
民
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
か
ら

は
神
尾
若
狭
守
の
、
年
貢
が
増
す
こ
と
は
作
徳
も
増
加
す
る
こ
と
で

あ
る
か
ら
、
年
貢
が
多
く
な
る
こ
と
は
百
姓
の
悦
ぶ
べ
き
ヒ
と
で
あ

る
、
と
い
う
増
徴
の
た
め
の
御
腰
の
言
辞
が
百
姓
に
対
し
て
弄
せ
ら

　
⑭

れ
る
。

　
御
取
箇
正
道
晶
候
得
ハ
、
高
免
二
当
り
上
様
村
方
悦
申
二
二
候
、
御
取
箇
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
褒
力
）

　
免
二
候
得
老
、
作
徳
も
高
免
二
重
成
、
小
出
来
ユ
而
、
御
取
箇
下
り
候
得
共
、

　
作
徳
も
下
り
候
、
然
ル
処
（
略
）
高
免
難
儀
之
趣
申
立
候
儀
者
、
畢
寛
有

　
合
定
法
御
画
賛
差
引
之
外
、
不
軽
骨
入
用
掛
り
候
故
瓦
燈
二
候
（
宝
暦
元
年
）

　
こ
め
よ
う
に
、
五
公
五
民
を
前
提
と
し
、
検
見
が
「
正
道
」
に
な

さ
れ
、
　
「
毛
頭
も
無
理
」
な
も
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
さ
え
百
姓
に

納
得
さ
せ
れ
ば
、
数
字
の
上
で
か
れ
ら
を
欺
写
し
、
生
産
力
が
上
昇

す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
れ
に
対
応
し
て
搾
取
し
え
た
の
で
あ
る
。
生

産
力
の
発
展
が
著
し
い
畿
内
・
中
国
筋
の
撃
方
綿
作
だ
け
は
他
の
諸

国
の
よ
う
に
定
免
に
し
な
い
で
検
見
取
り
を
し
、
そ
の
発
展
成
果
を

吸
収
し
よ
う
と
し
て
い
た
幕
府
の
意
図
が
、
こ
こ
に
は
っ
き
り
と
う

か
が
わ
れ
る
。

③
実
例
で
示
し
た
よ
う
に
、
百
姓
の
内
見
斤
付
け
に
紺
し
て
、
作
柄

の
上
・
中
・
下
の
三
段
で
刈
出
し
、
こ
れ
を
単
純
算
術
平
均
し
て
乎

均
刈
繊
玉
を
出
し
、
こ
れ
を
全
反
別
に
乗
じ
て
想
出
籾
高
を
舞
綴
す

る
方
法
は
、
数
字
を
あ
や
つ
る
実
に
巧
妙
な
増
微
方
法
で
あ
る
。
一

応
作
柄
に
応
じ
て
三
段
の
坪
刈
り
を
し
、
そ
れ
を
平
均
す
る
の
は
公

平
で
あ
る
か
の
ご
と
く
み
え
る
。
し
か
し
そ
れ
ぞ
れ
の
作
付
反
別
を
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捨
象
し
た
、
こ
の
平
均
は
、
欺
購
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
実
例
で

一
が
し
た
ト
一
（
一
五
斤
吹
）
　
一
七
ム
ハ
、
　
中
（
　
○
斤
吹
）
　
一
四
六
、
　
下
（
五
斤
、

吹
）
一
一
六
の
平
均
改
出
玉
一
四
九
は
、
中
・
下
の
実
数
よ
り
多
い
。

乱
吹
き
の
反
別
が
少
な
く
、
中
・
下
吹
き
の
反
別
が
多
け
れ
ば
多
い

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ほ
ど
「
実
に
無
之
合
毛
」
を
か
ぶ
り
、
余
歩
・
縄
延
び
分
も
吸
収
さ

れ
て
し
ま
う
（
刈
出
し
に
よ
っ
て
は
平
均
が
上
．
中
の
改
繊
玉
よ
り
多
く
な
る
）
。

実
は
そ
れ
が
有
毛
検
見
取
法
の
ね
ら
い
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
神
尾
若

狭
守
が
指
摘
し
た
「
六
拾
年
よ
り
已
前
之
検
地
ゆ
へ
、
六
尺
三
寸
或

ハ
五
寸
之
竿
を
用
い
、
殊
之
外
歩
広
之
場
所
も
有
之
、
た
と
ヘ
ハ
百

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

町
歩
之
所
悩
百
三
捨
町
歩
も
五
捨
町
歩
も
有
之
」
と
い
う
余
歩
・
縄

延
び
は
、
か
つ
て
は
不
安
定
な
百
姓
経
営
の
再
生
産
の
た
め
に
不
可

欠
の
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
が
い
ま
や
生
産
力
の
発
展
に

と
も
な
い
、
百
姓
の
手
元
に
残
る
剰
余
労
働
と
な
り
、
地
代
形
態
で

は
搾
取
し
え
な
い
、
独
自
の
運
動
を
す
る
根
源
と
な
っ
て
い
た
か
ら

で
あ
る
。

　
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
坪
刈
り
が
精
農
の
畑
地
を
対
象
と
す

れ
ば
…
…
i
そ
の
可
能
性
が
検
見
に
お
い
て
は
極
め
て
多
い
…
1
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鞍
．

の
被
害
は
一
層
拡
大
し
、
　
「
村
中
江
難
儀
」
を
か
け
る
こ
と
と
な
る
。

　
ま
た
、
畝
引
検
見
取
法
と
異
な
り
、
こ
れ
は
平
均
煙
出
し
を
全
反

別
に
乗
ず
る
か
ら
、
　
一
か
灰
で
無
理
な
坪
刈
り
が
行
な
わ
れ
れ
ば
．

そ
の
被
害
は
全
反
別
に
お
よ
ぶ
の
で
あ
る
。

　
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
代
官
小
堀
数
馬
は
、
田
方
木
綿
勝
手
作

仕
法
を
ふ
く
め
て
、
こ
の
延
享
の
強
徴
が
、
畿
内
農
村
の
農
民
層
分

解
の
起
点
と
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
延
享
元
子
年
神
尾
若
狭
守
廻
淫
蕩
節
、
検
見
坪
苅
申
付
、
右
出
合
を
以
数

　
拾
ヶ
村
順
合
二
為
引
請
、
木
綿
作
ハ
上
々
毛
嚢
取
箇
申
付
、
俄
二
御
取
繍
進

　
　
　
　
　
　
（
延
寧
二
年
）

　
之
候
故
（
略
）
二
歳
年
ハ
水
損
晶
付
益
痛
、
潰
百
姓
も
有
之
（
肇
子
年
若

　
二
二
二
村
以
来
百
姓
痛
候

④
数
字
の
魔
力
を
あ
や
つ
る
こ
と
は
噂
米
・
綿
の
根
対
価
格
に
よ
る

換
算
率
の
作
製
過
程
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
。
　
一
応
一
五
か
所
の
平

均
値
を
出
し
て
、
百
姓
を
納
得
さ
せ
な
が
ら
、
一
反
一
〇
〇
斤
吹
き

と
い
う
、
当
時
の
平
均
面
繋
数
よ
り
も
低
い
数
値
を
終
始
基
礎
に
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
換
算
籾
高
を
多
く
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
蓋
し
生
産
力
の
変
化
・
発
展
に
は
対
応
し
う
る
が
、
そ
れ
以
上
に

数
字
を
あ
や
つ
る
巧
妙
か
つ
悪
ら
つ
な
増
徴
法
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

そ
の
故
に
こ
そ
総
石
高
の
減
少
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宝
暦
期
を
申
心

と
す
る
前
後
は
、
享
保
以
降
幕
末
に
い
た
る
間
に
お
い
て
、
最
高
の

収
納
高
を
示
す
の
で
あ
る
（
第
4
表
）
。
そ
し
て
そ
の
増
蚊
は
、
か
つ
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て
の
定
免
法
で
は
捕
捉
で
き
な
か
っ
た
、
生
産
力
の
発
展
の
著
し
い

畿
内
・
中
国
筋
か
ら
の
強
徴
、
な
か
で
も
と
く
に
そ
の
商
業
的
農
業

の
発
展
成
果
の
吸
収
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
大

和
廻
筋
新
田
の
飛
躍
的
な
年
貢
増
大
（
第
7
．
8
蓑
）
に
特
賞
的
に
み

ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
他
地
域
に
は
ほ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

ん
ど
み
ら
れ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。

　
こ
の
成
果
を
え
た
幕
府
は
、
依
然
畿
内
。
中
国
筋
を
お
も
に
対
象

と
し
な
が
ら
も
、
寛
延
元
年
八
月
、
つ
い
で
翌
二
年
四
月
全
國
的
に

有
毛
検
見
取
法
の
実
施
を
命
じ
た
。
さ
ら
に
こ
の
有
毛
検
見
取
法
の

実
施
督
励
と
並
行
し
て
、
同
年
五
月
「
御
取
箇
之
儀
、
向
後
定
免
ユ

可
被
仰
付
候
、
併
当
年
よ
り
定
免
二
難
成
場
所
ハ
、
二
・
三
ヶ
年
之

内
、
無
油
断
定
免
二
面
候
様
、
絹
心
得
可
否
伺
候
偏
と
、
有
毛
検
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

取
り
に
基
礎
を
お
く
定
免
法
の
施
行
を
命
じ
、
例
え
ば
堺
廻
り
の
中

筋
・
北
庄
・
舳
松
三
か
村
の
場
合
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
有
毛
検
見

取
り
を
し
な
か
っ
た
と
き
の
取
箇
を
ふ
く
め
て
の
、
　
一
〇
か
年
平
均

定
免
請
の
願
い
（
元
文
五
～
寛
延
二
年
の
平
均
）
な
ど
は
、
こ
れ
を
許
可
し

　
　
　
⑳

な
か
っ
た
。

　
そ
の
効
果
は
早
く
も
幕
領
年
貢
収
納
高
の
増
大
と
な
っ
て
あ
ら
わ

れ
、
心
墨
曜
態
二
年
に
は
約
一
六
七
万
石
、
二
年
に
は
約
一
六
九
万
石
と

な
っ
た
（
第
4
表
）
。
文
字
通
り
「
有
合
難
解
通
、
手
抜
無
藩
候
得
者
翫

　
　
　
　
　
⑳

御
取
箇
も
栢
増
」
す
こ
と
を
明
示
し
た
の
で
あ
る
。

　
上
方
筋
を
お
も
な
対
象
と
し
て
、
幕
府
は
こ
の
徴
租
法
（
欝
欝
泉

の
ほ
と
ん
ど
の
村
々
は
、
宝
暦
期
は
連
年
有
毛
検
冤
取
り
）
を
強
行
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

う
え
、
宝
暦
九
年
か
ら
は
「
干
減
な
し
」
の
五
公
五
民
と
し
た
の
で
、

こ
の
期
を
中
心
と
す
る
前
後
に
、
最
大
の
収
納
高
を
あ
げ
る
こ
と
が

で
き
た
。

　
し
か
し
そ
れ
は
、
宝
斑
入
〇
年
に
夫
食
拝
借
米
・
金
の
未
返
納
分

を
残
ら
ず
棄
遇
す
る
こ
と
を
、
幕
府
が
全
国
に
触
れ
ね
ば
な
ら
な
く

な
・
㎏
誉
百
姓
讐
崖
迫
し
た
・
上
方
筋
と
て
も
例
外
で
は
な

く
、
そ
れ
は
必
然
的
に
盤
民
の
抵
抗
を
よ
び
起
こ
し
、
つ
い
に
明
和

六
年
（
一
七
六
九
）
二
月
に
は
、
幕
府
は
上
方
筋
の
百
姓
の
強
訴
取

鎮
め
の
た
め
に
、
飛
道
具
の
使
用
す
ら
許
可
す
る
と
い
う
、
画
期
的

な
法
令
を
発
布
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。

　
上
方
筋
百
姓
共
強
訴
等
致
、
相
荘
園
趣
書
芸
候
問
、
可
成
蝿
取
鎮
、
其
上

　
・
蒲
も
難
取
鎮
様
子
・
一
事
ハ
・
召
捕
可
三
密
、
　
領
主
限
り
一
溜
者
難
行
届

　
儀
も
可
有
之
候
間
、
御
料
・
私
領
共
・
　
申
A
還
御
料
．
私
領
之
者
晶
而
も
、

　
最
寄
次
第
人
数
差
嵐
召
捕
、
其
上
二
禰
御
代
官
・
領
主
．
地
頭
へ
引
渡
候

　
様
可
致
候
、
併
飛
道
具
等
用
候
儀
者
可
為
無
用
旨
、
先
達
而
於
江
戸
表
二

32　（32）



近世における徴租法の転換（森）

　
御
触
有
之
処
、
今
以
騒
動
致
候
場
所
有
之
趣
二
候
問
、
分
取
鎮
様
子
二
も
候

　
ハ
・
、
飛
道
具
等
用
候
而
も
不
苦
候

　
こ
の
こ
ろ
を
境
に
し
て
、
幕
領
の
取
米
額
は
下
降
線
を
辿
る
。
す

な
わ
ち
、
明
和
三
～
安
永
四
年
の
一
〇
か
年
平
均
取
瀬
高
約
一
五
二

万
石
は
、
そ
れ
以
前
の
一
〇
か
年
平
均
取
米
高
約
一
六
四
万
石
に
く

ら
べ
て
、
約
一
二
万
石
余
り
の
減
少
で
あ
る
（
第
4
表
）
。
そ
れ
は
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

た
、
畿
内
管
領
農
村
の
一
般
的
傾
向
で
も
あ
っ
た
。

　
そ
の
原
因
の
一
つ
は
、
有
毛
検
雌
蕊
法
の
強
行
に
よ
っ
て
、
百
姓

の
夫
食
拝
借
米
・
金
の
未
返
納
分
を
棄
掴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ

ど
、
百
姓
経
営
を
圧
迫
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
の
二
は
、
当
時
ま
す
ま
す
激
化
し
た
、
百
姓
の
実
力
に
訴
え
る

減
免
闘
争
で
あ
る
。
明
和
六
年
の
飛
道
具
の
使
用
許
可
も
、
百
姓
の

強
訴
鎮
圧
に
大
し
た
効
果
を
あ
げ
え
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え

ば
翌
々
八
年
の
春
以
来
ま
た
ま
た
「
上
方
筋
百
姓
及
騒
動
、
御
三
卿

方
領
知
百
姓
」
も
ま
た
「
騒
動
」
を
お
こ
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
の

鎮
圧
「
取
鎮
人
数
之
儀
、
最
寄
之
大
名
方
へ
被
乞
候
処
、
不
差
出
由
、

其
不
差
出
意
味
は
、
至
公
儀
故
之
儀
也
、
右
尊
霊
組
頭
衆
よ
り
御
代

官
へ
日
上
に
て
被
申
聞
候
趣
意
は
、
書
面
に
難
記
候
、
臼
伝
」
と
い

う
よ
う
に
、
幕
府
の
意
に
ま
か
せ
な
く
な
っ
て
い
る
。

　
そ
の
三
と
し
て
賄
賂
に
よ
る
減
免
運
動
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
早
く
か
ら
あ
っ
た
が
、
生
産
力
の
発
展
に
対
応
し

て
、
そ
の
成
果
を
吸
収
す
る
有
毛
検
見
取
法
の
実
施
が
、
　
「
効
能
は

如
神
」
き
賄
賂
に
よ
る
減
免
運
動
を
、
一
段
と
活
澄
化
さ
せ
た
と
い

え
よ
う
。
例
え
ば
延
享
二
年
に
代
官
青
木
次
郎
九
郎
の
手
代
一
五
名

の
う
ち
一
四
名
が
、
延
享
元
年
の
畿
内
の
認
許
に
さ
い
し
て
、
百
姓

か
ら
賄
賂
を
も
ら
っ
た
廉
で
罰
せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
明
和
四
年
幕

府
が
畿
内
の
声
々
に
定
免
を
命
じ
た
際
、
そ
の
理
由
に
検
見
に
は
「
内

証
村
入
用
」
珂
賄
賂
が
い
る
こ
と
を
公
然
と
か
か
げ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
さ
ら
に
幕
末
の
事
例
で
あ
る
が
、
河
内
の
菱
屋
新
田
の
支

配
人
が
、
検
見
役
人
に
賄
賂
を
送
っ
て
、
三
か
断
の
綿
の
坪
刈
り
の
合

計
へ
た
数
三
九
五
を
一
五
五
に
、
つ
ま
り
四
割
に
達
し
な
い
査
定
を

し
て
も
ら
っ
て
、
　
「
誠
に
上
白
煮
尾
に
て
、
良
薬
の
効
能
は
如
神
と

奉
恐
悦
候
」
と
地
主
に
報
告
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
幕
末

だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
、
有
毛
検
見
取
法
の
性
格
か
ら
考
え
て
、
そ

の
施
行
以
後
と
く
に
盛
ん
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
さ
き
の

明
和
四
年
の
定
免
法
実
施
の
利
に
賄
賂
の
必
要
が
な
い
こ
と
を
公
然

と
あ
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
推
測
で
き
る
。
つ
ま
り
田
沼
期
を
い
う
ど

る
擬
村
の
賄
賂
の
盛
行
は
、
有
毛
検
見
取
盗
め
実
施
と
密
接
に
関
連
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し
て
い
た
と
い
え
よ
う
α

　
こ
れ
ら
が
あ
い
よ
り
、
あ
い
あ
つ
ま
っ
て
、
幕
府
の
収
納
蚤
を
減

少
さ
せ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
幕
府
は
年
貢
収
納
量
の
回
復
に
つ
と

め
た
。

　
明
和
四
年
二
月
幕
府
は
取
米
を
減
少
さ
せ
た
代
位
川
田
玄
蕃
、
布

施
弥
市
郎
、
野
田
弥
市
右
衛
門
に
帳
面
の
し
直
し
を
命
じ
、
翌
三
月

に
は
畿
内
筋
の
代
官
に
対
し
て
、
「
別
而
上
方
筋
検
見
村
多
く
、
然
処

年
々
検
見
請
候
而
者
、
苅
入
者
自
由
二
不
相
成
、
塵
外
内
証
村
入
用

相
々
候
由
ユ
候
間
、
駅
程
入
用
等
冤
込
候
ハ
・
、
格
甥
二
御
取
箇
も
桐

増
」
し
う
る
と
の
理
由
で
、
定
免
村
の
増
加
を
は
か
る
こ
と
を
命
じ

⑰た
。
幕
府
は
賄
賂
に
よ
る
南
米
の
減
少
を
防
ぎ
つ
つ
、
年
三
蚊
感
量

の
増
加
を
は
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
か
な
り
効
果
を
あ
げ
る
と
、

幕
府
は
翌
五
年
四
月
、
他
の
地
域
の
代
官
に
も
、
定
免
は
農
民
に
利

益
が
多
い
訳
を
百
姓
に
よ
く
申
し
ふ
く
め
、
年
々
の
検
見
取
り
の
平

均
に
劣
ら
な
い
よ
う
に
、
村
誌
に
応
じ
て
増
米
を
し
た
う
え
で
、
定

免
に
す
る
よ
う
に
つ
と
め
よ
と
令
達
し
た
。

　
こ
の
有
毛
検
見
取
法
に
基
づ
く
定
免
法
実
施
の
督
励
は
、
増
徴
を

企
図
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
つ
ぎ
の
寛
政
期
の
畿
内
筋
代
官
に

漏
す
る
、
幕
府
の
法
令
に
あ
ら
わ
に
み
ら
れ
る
。
寛
政
四
年
（
一
七

九
二
）
二
月
幕
府
は
畿
内
筋
の
代
官
「
に
賦
し
て
、
畿
内
お
よ
び
近
江
・

丹
波
・
播
磨
は
「
励
而
地
位
も
宜
」
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近
年
取

米
が
減
じ
た
と
難
じ
、
　
「
近
年
取
劣
之
分
不
残
取
埋
議
事
を
以
精
々

増
米
吟
味
」
し
て
、
な
る
べ
く
定
免
に
、
ま
た
「
摂
河
之
内
綿
検
見
有

之
場
所
、
一
体
綿
作
者
作
動
多
、
其
上
一
毛
作
斗
二
士
之
、
麦
作
或
者

菜
種
等
仕
付
候
跡
江
綿
作
仕
付
候
ヘ
ハ
、
た
と
へ
損
毛
い
た
し
候
而

も
、
容
易
二
引
方
眼
相
立
無
二
無
之
処
、
綾
風
損
毛
二
も
引
方
韻
立

候
趣
二
相
聞
候
間
、
以
来
綿
検
量
」
を
な
る
べ
く
や
め
て
定
免
に
せ

よ
と
厳
達
し
た
。
こ
の
よ
う
に
幕
府
は
定
免
を
奨
励
し
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
七
月
に
は
当
年
定
免
年
季
明
け
の
分
、
こ
れ
ま
で
の
振
合

を
も
っ
て
、
継
年
季
を
願
い
出
た
も
の
、
そ
の
ほ
か
新
規
に
定
免
を

願
い
出
た
も
の
の
う
ち
、
前
々
の
高
免
な
ら
び
に
延
享
元
年
、
宝
暦

二
年
の
蒔
米
に
比
較
し
て
取
米
高
が
減
じ
て
い
る
も
の
、
前
二
〇
か

年
の
う
ち
島
地
に
よ
る
減
米
で
は
な
く
、
全
く
取
劣
り
の
あ
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

は
、
定
免
を
許
さ
ず
、
検
見
取
り
を
せ
よ
と
命
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
幕
府
は
、
あ
る
い
は
代
官
を
督
励
し
た
り
、
あ
る
い

は
有
毛
検
見
取
法
お
よ
び
そ
れ
に
基
づ
く
定
免
法
を
施
行
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
年
貢
収
納
量
を
、
延
享
・
宝
面
輪
の
そ
れ
に
も
ど
そ
う

と
つ
と
め
た
が
、
有
毛
検
蕊
取
法
な
ど
に
よ
る
百
姓
経
営
の
疲
弊
、
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農
民
闘
争
の
高
揚
に
と
も
な
う
封
建
権
力
の
後
退
な
ど
に
よ
っ
て
．

有
毛
検
見
取
法
お
よ
び
そ
れ
に
基
づ
く
定
免
法
は
、
も
は
や
か
つ
て

の
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
（
第
4
表
）
。

①
　
『
地
方
凡
例
録
』
（
『
大
典
駈
四
一
二
巻
）
｝
五
〇
、
一
六
〇
～
一
頁
。
『
格
致
累

　
年
録
』
前
集
第
一
。
　
『
懸
酬
県
治
要
略
』
二
二
五
貰
。

②
　
　
『
飛
銭
須
知
』
三
二
四
号
。

③
「
地
方
要
集
録
扁
（
『
日
本
澱
畏
史
料
聚
粋
』
＝
巻
五
七
七
頁
）
。

④
　
　
『
「
話
一
書
恥
上
巻
九
三
四
頁
。
　
『
牧
艮
金
鑑
』
上
巻
二
五
三
頁
。

⑤
冠
方
弁
要
」
（
『
近
世
地
方
経
済
史
料
』
三
巻
＝
一
一
三
～
四
頁
）
。
「
轟
差
上

　
申
一
札
之
事
」
。
『
新
田
一
巻
控
』
。
『
系
譜
綱
鐸
』
。
内
藤
正
中
氏
「
幕
政
改
革
の

　
社
会
的
基
盤
⇔
（
堀
江
曲
火
一
氏
編
…
『
藩
政
改
革
の
研
…
究
』
）
二
九
五
頁
。

⑥
『
牧
民
金
鑑
』
上
巻
二
四
九
～
二
五
〇
頁
。
『
地
方
信
要
秘
露
鰯
二
七
馨
。
『
系

　
譜
綱
目
』
。

⑦
『
牧
斑
金
鑑
』
上
巻
三
五
五
頁
。

⑧
同
右
四
三
五
～
六
頁
。

⑨
『
老
圃
歴
岩
。
『
轟
諸
轟
墜
瞥
。
薪
里
巻
讐
。
『
雪
融
控
』
。

　
「
窓
の
す
さ
み
」
（
『
有
朋
覚
文
庫
臨
一
〇
五
頁
）
は
「
延
享
の
頃
に
や
、
御
勘
定

　
奉
行
神
尾
漕
狭
守
、
下
役
堀
江
荒
閥
郎
を
つ
れ
て
上
方
巡
見
あ
り
し
に
、
例
の
京

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
た

　
わ
ら
べ
の
漱
に
、
あ
づ
ま
よ
り
神
尾
わ
か
さ
か
の
ぼ
り
ぎ
て
畠
を
も
田
を
も
堀
江

　
あ
ら
四
郎
」
と
記
し
て
い
る
。

⑩
　
拙
稿
…
「
近
世
徴
租
法
の
転
換
」
（
『
大
阪
府
立
大
学
紀
要
』
一
一
…
巻
）
。

⑪
『
箆
霧
』
上
巻
三
六
〇
墓
『
男
森
作
検
昊
意
』
。
「
轟
憲
以

　
露
付
奉
願
上
候
脳
。

⑫
　
拙
稿
…
「
無
謀
河
内
の
綿
作
」
（
嵐
．
歴
史
研
究
』
8
号
）
。

⑬
　
「
落
穂
惣
拾
集
」
禽
近
世
蜷
方
経
済
史
料
』
八
巻
践
五
閥
頁
）
、
「
地
方
弁
要
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
も
み
ヨ

　
（
岡
看
三
巻
一
三
九
頁
）
。
鴨
嗣
鱒
蹴
検
見
仕
法
帳
』
。

⑭
三
方
信
要
秘
匿
塞
毒
。
蘇
謙
検
見
仕
法
墾
。

⑮
文
化
＝
　
年
大
坂
代
宮
大
岡
忠
兵
衛
・
漁
谷
大
四
郎
の
串
倉
に
よ
れ
ば
、
中
三

　
を
上
一
、
下
五
を
上
｝
、
青
　
○
を
ト
＝
に
換
算
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
（
『
地

　
方
大
概
集
脇
五
巻
二
七
丁
）
。

⑯
⑱
『
糠
畔
賛
藍
鰻

⑰
岡
右
。
『
地
方
儒
要
秘
鑑
』
　
二
三
暑
。

⑲
　
『
牧
畏
金
鑑
』
上
巻
三
五
八
買
。
神
尾
の
雷
の
よ
う
に
ゆ
か
ぬ
こ
と
は
、
彼
臨

　
身
百
も
承
知
の
う
え
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
、
詞
年
岡
月
「
豊
作
二
而
胴
取
箇
格
外

　
二
縦
進
候
而
も
、
石
代
下
り
可
申
ユ
付
、
随
分
被
遂
吟
味
、
米
金
銀
惣
納
辻
二
而
、

　
豊
作
之
分
前
々
よ
り
藩
候
様
様
取
附
語
」
と
代
官
に
達
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て

　
明
ら
か
で
あ
る
（
同
上
・
上
巻
三
五
九
買
）
。

⑳
㊧
　
　
『
格
致
累
年
録
』
前
集
第
一
。

⑳
『
牧
疑
金
鑑
』
上
巻
三
五
四
頁
。

p
㈱
｝
　
聞
門
右
し
山
巻
一
二
山
ハ
○
～
一
百
ハ
。

⑳
⑳
　
拙
稿
門
近
世
徴
租
法
の
転
換
」
。

・
⑳
　
　
『
徳
損
継
姻
令
考
駈
晶
削
塩
集
第
四
、
　
二
～
六
～
賭
写
。

㊧
「
羅
乍
恐
霞
付
を
以
奉
豊
満
」
。

・
⑳
　
　
『
牧
民
A
麗
鑑
』
ト
一
巻
＝
一
烈
六
頁
。

　
　
　
ロ
み

㊧
　
　
『
欝
灘
野
薄
無
煙
』
。

㊧
　
『
三
論
害
天
明
集
繊
』
一
審
鷲
八
号
。

⑳
　
『
代
官
留
君
臨
照
九
母
。

⑫
　

『
日
本
財
政
経
済
史
料
』
八
巻
九
八
二
頁
。

⑬
薪
墨
文
讐
。
「
轟
讃
嘆
覚
」
。

魑
　
　
隅
、
牧
民
金
鑑
』
上
巻
四
「
八
頁
。

⑳
　
中
井
信
彦
”
氏
「
町
入
石
弓
新
田
の
性
格
と
群
…
能
偏

⑭
　
　
『
敏
民
金
鑑
祉
上
巻
～
二
七
蒙
舞
。

寝．

j
学
』
二
四
巻
四
琴
）
。
・
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⑰
鱒
　
陶
右
四
一
八
頁
。

愈
　
同
右
四
二
一
～
二
頁
。

⑳
問
右
饗
三
～
三
頁
。

五
　
む
す
び
に
か
え
て

　
以
上
、
緬
畑
作
徴
組
【
法
（
と
く
に
三
河
泉
の
）
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、

そ
の
結
論
を
、
幕
府
の
貢
租
収
取
体
系
全
般
と
の
か
か
わ
り
に
お
い

て
要
約
す
れ
ば
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
幕
府
は
近
世
前
期
、
綿
作
に
対
し
て
畝
引
検
冤
取
法
を
施
行
し
た
。

そ
れ
は
近
世
の
石
高
制
に
対
応
し
、
田
畑
の
位
・
石
盛
が
現
実
の
生

産
力
と
一
応
照
応
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
作
柄
の
豊
凶
に
応
じ
て
、
幕

府
が
そ
の
権
力
の
基
盤
と
し
た
「
小
農
」
か
ら
、
そ
の
全
剰
余
労
働

を
搾
取
す
る
徴
租
法
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
田
畑
の
位
限
り
の

改
出
置
を
、
そ
の
年
の
米
・
綿
平
均
相
場
に
よ
っ
て
籾
に
換
心
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
位
限
り
の
当
り
合
と
差
引
し
て
畝
引
を
し
て
い
る
こ
と

に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。

　
ま
た
、
そ
れ
は
不
安
定
な
「
小
農
」
経
営
を
安
定
さ
せ
、
か
れ
ら

に
生
産
力
発
展
の
可
能
性
を
は
ら
ん
だ
単
純
再
生
産
を
展
開
さ
せ
る

に
ふ
さ
わ
し
い
徴
租
法
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
幕
府
が
④
毎
年

綿
作
に
必
須
の
肥
料
代
を
控
除
し
て
い
る
こ
と
（
稲
作
に
対
し
て
は
、
不

作
時
の
種
籾
貸
与
は
あ
っ
て
も
、
、
あ
毎
年
の
肥
糾
代
の
控
除
は
な
い
）
、
＠
綿
作
、

畑
方
生
産
力
の
不
安
定
性
を
考
慮
し
て
、
賑
・
畑
方
綿
作
な
か
ん
ず

く
畑
方
綿
作
に
対
す
る
租
率
を
、
し
た
が
っ
て
当
り
合
を
、
稲
作
の

そ
れ
よ
り
低
く
し
て
い
る
こ
と
、
⑳
田
・
畑
方
綿
作
と
も
に
、
そ
れ

ぞ
れ
の
位
限
り
に
坪
刈
り
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
当
り
合
を
こ
え
る
分
は

「
出
来
増
」
し
と
し
て
不
問
に
付
し
、
そ
の
分
を
再
生
産
を
補
完
す

る
た
め
の
余
剰
と
し
て
の
こ
す
余
地
を
与
え
て
い
る
こ
と
（
こ
れ
は
稲

作
と
共
通
）
、
㊥
の
ち
の
聞
方
綿
作
に
対
す
る
有
毛
検
見
取
法
と
異
な

り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
位
限
り
に
刈
出
し
、
当
り
合
と
差
引
す
る
の
で
、

多
少
あ
る
位
の
坪
刈
り
に
無
理
が
あ
っ
て
も
、
被
害
は
そ
の
位
限
り

に
と
ど
ま
っ
て
、
全
反
励
に
及
ば
な
い
こ
と
（
同
上
）
、
な
ど
に
よ

っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
綿
作
畝
宇
検
見
取
法
は
、
幕
府
が
そ
の
権
力
の
基
盤
と
し

た
「
小
農
」
の
全
剰
余
労
働
搾
取
と
そ
の
経
営
の
安
定
的
維
持
を
は

か
る
と
い
う
、
幕
藩
制
本
来
の
要
求
の
、
地
代
形
態
に
お
け
る
統
一

的
発
現
で
あ
る
と
と
も
に
、
生
産
力
を
発
展
さ
せ
る
可
能
性
を
は
ら

ん
で
い
た
。

　
こ
の
幕
藩
儲
…
本
来
の
要
求
が
、
そ
の
ま
ま
現
実
の
も
の
と
し
て
、
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ほ
ぼ
結
実
し
え
た
間
は
、
畿
内
綿
作
は
一
般
に
使
用
価
値
生
産
を
掻

的
と
す
る
農
業
の
域
を
出
ず
、
畝
引
検
見
取
法
に
お
け
る
、
肥
料
代

の
控
除
以
下
の
諸
要
素
が
、
綿
作
経
営
に
必
要
に
し
て
欠
く
ご
と
の

で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

②
し
か
る
に
寛
文
・
延
宝
期
に
い
た
っ
て
、
綿
作
生
産
力
の
発
展
に

と
も
な
う
、
現
実
の
生
産
力
と
位
・
石
盛
と
の
乖
離
が
顕
著
と
な
り
、

幕
府
が
許
容
し
て
き
た
当
り
合
を
こ
え
る
部
分
（
善
姓
に
と
っ
て
は
剰
余

労
働
部
分
）
が
増
大
し
た
。
か
く
て
長
府
の
年
貢
収
納
量
は
、
位
・
石

盛
の
枠
に
規
綱
さ
れ
て
栂
対
的
に
減
少
し
、
百
姓
に
は
余
剰
が
保
証

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
幕
府
が
百
姓
の
全
剰
余
労
働
を
搾

取
し
え
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
幕
府
は
、
綿
作
畝
引
検
見

取
法
に
適
合
し
う
る
よ
う
に
、
現
実
の
生
産
力
を
再
把
握
し
、
こ
れ

と
田
畑
の
位
・
石
盛
と
を
照
応
さ
せ
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。
畿
内
筋

で
延
宝
期
に
広
く
検
地
や
検
地
の
歪
の
修
正
が
行
な
わ
れ
た
の
は
、

一
つ
は
こ
の
た
め
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
弥
縫
策
も
と
う
て
い
永
続
す
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
元
禄
∴
旱
保
期
を
画
期
と
し
て
、
綿
作
生
産
力
は
著
し
く
上
昇

し
た
。
か
く
て
元
来
脆
弱
・
不
安
定
な
「
小
農
」
経
営
を
安
定
さ
せ

る
に
適
合
的
な
も
の
と
し
て
施
行
さ
れ
た
畝
引
検
見
取
法
で
は
、
も

は
や
百
姓
の
全
剰
余
労
働
の
搾
取
は
困
難
と
な
り
、
一
般
に
一
定
の

剃
余
労
働
が
百
姓
の
手
元
に
残
留
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
畿

内
綿
作
は
交
換
価
値
目
的
の
商
品
生
産
的
性
格
を
強
く
帯
び
、
畿
内

農
村
の
一
般
的
繁
栄
を
も
た
ら
し
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
幕
府
は
、
享
保
改
革
期
、
有
毛
検
見
取
法
に
よ
っ

て
う
ら
う
ち
し
つ
つ
、
畝
引
検
見
取
法
つ
い
で
竿
取
法
に
基
づ
く
定

免
法
を
施
行
し
た
。
そ
れ
は
村
柄
相
応
の
線
（
五
公
五
民
）
に
ま
で
、

増
し
を
加
え
て
年
貢
額
を
せ
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
百
姓
の
全

剰
余
労
働
の
搾
取
を
企
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
定
免
法
も
基
本
的
に
は
田
畑
の
位
・
石
盛
に
規
制
さ
れ
て

お
り
、
か
つ
五
公
五
民
は
慣
習
と
な
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
租
率
引
上

げ
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
全
国
一
律
の

施
行
は
、
破
富
士
の
引
下
げ
を
よ
ぎ
な
く
さ
せ
た
。

　
か
く
て
定
免
法
も
ま
た
、
畿
内
綿
作
の
著
し
い
発
展
成
果
を
吸
収

で
き
な
か
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
「
上
方
筋
御
代
官
御
取
亡
命
油
断
」

の
結
果
を
さ
え
ま
ね
い
た
。
田
畑
綿
作
の
盛
行
に
と
も
な
う
畿
内
農

民
層
の
一
般
的
繁
栄
、
定
免
法
で
は
吸
い
あ
げ
え
な
か
っ
た
、
綿
作

以
下
の
商
業
的
農
業
の
発
展
成
果
を
吸
収
す
べ
く
、
享
保
末
期
に
創

始
し
た
田
方
勝
手
作
仕
法
（
村
方
に
お
け
る
綿
以
下
の
商
品
作
物
は
、
稲
作
の
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上
毛
な
み
に
微
収
す
る
．
た
だ
し
、
こ
れ
も
や
は
ウ
紐
の
流
・
石
盛
に
規
鰯
さ
れ
て
い

る
）
な
ど
は
、
そ
れ
を
有
力
に
物
語
る
。

③
定
免
法
が
行
詰
ま
る
と
、
洋
学
は
延
享
元
年
畿
内
綿
作
に
対
す
る

徴
租
仕
法
を
変
改
し
、
従
来
の
田
畑
の
位
・
石
盛
を
全
く
無
視
し
、

現
実
の
生
産
力
の
把
握
に
基
づ
く
有
毛
検
見
取
法
を
施
行
し
た
。
そ

れ
は
租
率
を
慣
豫
化
し
た
五
公
五
民
に
固
定
し
て
、
租
率
の
引
上
げ

に
と
も
な
う
摩
擦
を
の
ぞ
い
て
百
姓
を
一
応
納
得
さ
せ
、
し
か
も
生

産
力
の
発
展
に
比
例
し
て
、
そ
の
成
果
を
全
面
的
に
吸
収
し
よ
う
と

す
る
徴
租
法
で
あ
っ
た
。
以
後
こ
の
微
租
法
が
幕
末
ま
で
ひ
き
つ
づ

き
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
田
方
綿
作
に
対
し
て
は
、
幕
府
は
享
保
末
期
の
位
・
石
盛
に

基
づ
く
田
方
勝
手
作
仕
法
を
さ
ら
に
強
化
し
た
、
田
方
木
綿
勝
手
作

仕
法
を
劇
卒
し
た
。
そ
れ
は
田
方
綿
作
は
つ
ね
に
稲
作
の
上
々
毛
な

み
に
徴
収
す
る
仕
法
で
あ
る
。
そ
の
基
礎
と
な
る
稲
作
は
位
・
石
盛

を
全
く
無
視
し
た
有
毛
検
見
取
法
に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ
た
か
ら
、
こ

の
田
方
木
綿
勝
手
作
仕
法
は
、
い
わ
ば
間
接
的
な
有
毛
検
見
取
法
で

あ
る
。
百
姓
の
剰
余
確
保
の
た
め
の
努
力
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
幕
府

に
吸
収
さ
れ
、
　
こ
れ
を
機
と
し
て
畿
内
の
闘
方
綿
作
は
衰
退
し
た

（
稲
・
蝋
脚
隔
年
作
　
地
域
に
お
い
て
は
、
繍
…
作
か
ら
米
釧
弗
采
稀
罵
作
へ
転
換
）
。

　
こ
れ
に
対
し
て
畑
方
綿
作
に
お
い
て
は
、
文
字
通
り
臨
接
、
有
毛

検
見
取
法
が
施
行
さ
れ
た
。
④
そ
れ
は
租
率
を
稲
作
と
同
じ
く
五
公

五
民
に
固
定
し
、
十
分
干
減
り
を
立
て
た
の
ち
（
宝
暦
九
年
か
、
b
は
干
減

り
な
し
）
、
有
毛
に
基
づ
い
て
徴
収
し
た
。
し
た
が
っ
て
少
し
も
無
理

を
せ
ず
と
も
、
生
産
力
が
上
昇
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
れ
に
比
例
し

て
年
貢
を
増
徴
し
え
た
。
幕
府
が
他
の
畑
作
物
お
よ
び
他
国
（
確
説

筋
は
の
盟
、
く
）
の
綿
作
以
下
の
畑
作
物
を
定
免
に
し
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
生
産
力
の
発
展
の
著
し
い
畿
内
（
中
羅
筋
）
の
綿
作
は
検
晃
取
り

と
し
た
所
以
は
こ
こ
に
あ
る
。
＠
畝
引
起
見
取
法
に
お
い
て
毎
年
必

要
経
費
と
し
て
控
除
さ
れ
て
い
た
膳
料
代
が
、
こ
の
有
毛
検
見
取
法

に
お
い
て
は
、
全
く
控
除
さ
れ
な
く
な
っ
た
。
の
二
応
、
一
五
ヵ
、
所

の
米
・
綿
平
均
相
場
に
よ
っ
て
百
姓
を
納
得
さ
せ
な
が
ら
、
そ
の
換

算
率
の
作
製
過
程
で
増
微
を
は
か
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
平
生
の

百
姓
の
申
告
を
逆
手
に
と
り
、
一
反
一
〇
〇
風
吹
き
と
い
う
、
実
際

よ
り
低
い
数
値
を
終
始
基
礎
に
し
て
換
籏
籾
高
を
多
く
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
㊥
畝
引
書
冤
取
法
は
位
限
り
に
坪
刈
り
を
し
て
取
箇
を
き

め
た
の
で
、
あ
る
位
で
多
少
無
理
な
坪
刈
り
が
あ
っ
て
も
、
被
害
は

そ
の
位
か
ぎ
り
に
と
ど
ま
っ
て
、
全
反
言
に
及
ば
な
か
っ
た
。
し
か

る
に
有
毛
検
見
取
法
は
、
作
柄
の
上
．
中
・
下
三
段
の
刈
出
し
の
単
純
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近批における徴租法の転換（森）

算
術
平
均
（
．
”
、
れ
そ
れ
の
作
付
反
別
を
全
く
無
視
し
た
）
に
よ
っ
て
平
均
刈
出

玉
を
算
出
し
、
そ
れ
を
全
反
別
に
乗
ず
る
の
で
、
現
実
の
収
穫
高
以

上
一
「
実
二
無
之
恥
毛
」
を
、
数
字
の
上
で
百
姓
を
納
得
さ
せ
な
が
ら

お
し
つ
け
、
余
歩
・
縄
延
び
分
ま
で
吸
収
し
た
。
こ
と
に
坪
刈
り
が

生
産
力
の
高
い
耕
地
を
も
つ
上
層
農
や
精
農
の
所
持
地
で
行
な
わ
れ

た
場
合
は
、
　
こ
の
数
字
の
魔
力
は
一
層
発
揮
さ
れ
た
（
こ
れ
は
閥
接
的

で
は
あ
る
が
、
田
方
綿
作
に
お
い
て
も
同
様
）
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
有
毛
検
見
取
法
は
、
数
字
を
あ
や
つ
る
実

に
巧
妙
な
増
徴
法
で
，
畿
内
綿
作
の
発
展
成
果
の
吸
収
と
い
う
幕
府

の
期
待
に
こ
た
え
た
。
す
な
わ
ち
、
延
享
か
ら
宝
暦
に
か
け
て
の
幕

府
の
年
貢
収
納
量
の
増
大
は
、
主
と
し
て
こ
の
仕
法
に
よ
る
畿
内
農

村
か
ら
の
増
徴
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
畿
内
農

村
に
お
け
る
上
層
農
の
土
地
集
積
、
貧
農
層
の
所
持
高
喪
失
一
農

民
層
分
解
は
、
こ
の
仕
法
の
実
施
を
契
機
と
し
て
促
進
さ
れ
た
の
で

あ
る
。

④
明
和
期
以
降
畿
内
農
村
に
お
い
て
、
ふ
た
た
び
定
免
法
も
実
施
さ

れ
た
が
、
そ
れ
は
有
毛
検
見
取
法
に
基
づ
く
も
の
で
、
享
保
改
革
期

の
、
畝
引
検
見
取
法
つ
い
で
管
簾
法
に
基
づ
く
定
免
法
と
は
、
質
を

異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
の
ち
は
、
連

年
の
有
毛
検
見
取
法
の
施
行
に
よ
る
百
姓
経
営
の
疲
弊
、
そ
れ
に
と

も
な
う
農
民
闘
争
の
激
化
に
よ
る
封
建
権
力
の
後
退
な
ど
に
よ
っ
て
、

も
は
や
定
免
法
の
基
礎
と
な
る
有
毛
検
見
取
法
は
、
そ
の
機
能
を
か

つ
て
の
よ
う
に
発
揮
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
畿
内
（
と
く
に
蹴
出
泉
）
の
綿
作
微
罪
法
に
つ
い
て
述
べ
た

が
、
そ
れ
は
基
本
的
に
は
、
導
引
検
見
取
法
か
ら
有
毛
検
見
取
法
へ

と
、
大
き
く
転
換
し
た
と
い
え
よ
う
。

　
た
だ
同
じ
畿
内
で
あ
っ
て
も
、
摂
河
泉
の
綿
作
徴
租
法
と
は
仕
法

を
異
に
す
る
大
和
の
そ
れ
、
ま
た
、
中
国
筋
の
綿
作
徴
租
法
に
つ
い

て
は
言
及
し
え
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
述

べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
鮫
麿
立
大
掌
助
教
援
）
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The　Conversion　of　Tax－collection　Systems

　　　　　　　　　　in　the　Tokugawa　Era

about　the　tax－collection　systems　oll　cotton　farrping　in　Ki2uti畿内

by

Sugio　Mori

　　Sebikikemitori－hO畝引検見取法was　publicly　put　in　force　by　the　7b勧一

．aawa徳州shogunate　in　latter　Kan－ei寛永period，　the　law　which　was

to　secure　“a　petty　farm　”　management　on　which　the　Shogunate　based

its　power　and　to　・exploit　the　whole　surplus　labor　of　peasantry，　bttt　in

the　period　of　GenPtoha元禄and　Ky∂ho享保the　rise　of　productive　power

and　resistance　of　peasan£s　made　its　exploitatien　difficult　aBd　a　certaln

surplus　labor　remained　in　the　hand　of　peasants．　To　meet　these　con－

ditions，　the　Skogunate　government，　in　the　reforming　Ky6ho　period，　made

public　Sebileifeemitori－h6　and　tken／b“men－hO定免法founded　on　Nedori－h6

乱取法so　that　it　might£ry　to　exploit　the　whole　surplus　labor　from

peasants，　resulted　in　unexpected　fallure　for　the　regulation　of　Kurai

位and　Koleumori石盛of　fieids；at　the　end　of　the絢δ加reformation

Arigeleemitori－h6有毛検見取法was　put　iR　force　in　the　Kinai畿内area

iB　disregard　of　Kurai　and　Kokumori　of　fields．　But　tkis　enforcement．

pressed　upon　the　peasants’　management　and　caused　their　resistance，

accompanied　wlth　the　decrease　of　tax　yields；　and　then　the　Shogunate

goverminent　tried　to　recover　lts　yields　in　vaiB，　by　means　oi　」6menh6

founded　on　Arigeleemitori－hO．

　　This’　article　specialzes　the　conversion　of　tax　collection　laws　around

the　tax　collection　method　en　the　cotteB　farming　in　Kinai

Uber　die　EinteiluRg　des　Zeitalters　der　indischen　Geschichte

von

Yutal〈a　lwamoto

　　Bei　der　Erforschung　der　indischeR　Geschichte　ist　unsere　wissen－

schaftliche　Sch2tzung　der　altindischen　Literaturen　als　ein　Geschichts－

material’sehr　bedeutsam．　ln　dieser　Beziehung　k6Rnen　wlr　mit　hinrei一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（i58）


